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諮問庁：独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機

構 

諮問日：令和４年５月１０日（令和４年（独個）諮問第５０１１号），同月１

２日（同第５０１２号）及び同月１３日（同第５０１３号） 

答申日：令和５年４月１３日（令和５年度（独個）答申第５００１号ないし同

第５００３号） 

事件名：本人が相続人である特定被相続人に係る定額定期貯金の内容が分かる

文書等の一部開示決定に関する件 

    本人が相続人である特定被相続人に係る保険契約内容が分かる文書の

不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件 

    本人が相続人である特定被相続人に係る定額定期貯金の内容が分かる

文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる保有個人情報（以下，順に「本件請求保有個人情報１」

ないし「本件請求保有個人情報３」といい，併せて「本件請求保有個人情

報」という。）の開示請求に対し，別紙２の１に掲げる保有個人情報（以

下「本件対象保有個人情報１」という。）につき，その全部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しないとして不開示とし，別紙２の２

（１）及び（２）に掲げる保有個人情報（以下，順に「本件対象保有個人

情報２－１」及び「本件対象保有個人情報２－２」という。）につき，こ

れを特定し，その一部を不開示とし，別紙２の２（３）に掲げる保有個人

情報（以下「本件対象保有個人情報２－３」という。）につき，その全部

を審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして不開示とし，

別紙２の２（４）に掲げる保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報２

－４」といい，本件対象保有個人情報２－１ないし２－４を併せて「本件

対象保有個人情報２」という。）につき，その一部を審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しない，又は保有していないとして不開示とした

各決定については，本件対象保有個人情報１を審査請求人を本人とする保

有個人情報に該当しないとして不開示としたこと，本件対象保有個人情報

２－１及び２－２を特定したこと並びに本件対象保有個人情報２－３及び

２－４を審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない，又は保有し

ていないとして不開示としたことは妥当であるが，本件対象保有個人情報

２－２につき，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，開示すべ

きである。 
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第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「法」と

いう。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，令和３年１１月２５

日付け機構第１１６４号及び同年１２月２２日付け機構第１３０４号の１

ないし４により，独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネット

ワーク支援機構（以下「機構」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った各決定（以下，順に「原処分１」及び「原処分２の１」ないし「原

処分２の４」といい，併せて「原処分」という。）につき，原処分１及び

原処分２の３については，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当し

ないとして不開示とした決定を取り消し，原処分２の１及び原処分２の２

については，追加特定を行うとともに不開示とした決定を取り消し，原処

分２の４については，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない

又は保有していないとして不開示とした決定を取り消し，開示すべきであ

るとの裁決を求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由の要旨は，審査請求書及び意見書

によると，おおむね以下のとおりである。なお，資料は省略する。 

（１）審査請求書 

ア 令和３年９月１日付保有個人情報開示請求書（９月３日に機構に到

達：特定記録郵便。以下「本件開示請求書」という。）が，同年１０

月２９日に受付けられていることについて 

（ア）機構の保有個人情報の開示に関する経緯 

令和３年 

９月１日 本件開示請求書を特定記録で郵送。 

９月３日 機構に到達（１０：５３）。 

９月８日 機構の職員Ａから電話があり，請求の内容について聞か

れた（補正等の話は全くなかった）。 

１０月１日，４日 その後何の連絡等もないので，職員Ａに電話を

するが連絡とれず。 

１０月５日 職員Ａから補正の書類を急ぎ送るとの電話がある。 

１０月２０日 補正の書類が来ないので，職員Ａに連絡するも連絡

とれず。 

※ 法１９条では，請求されてから３０日以内に，開示決定等

をしなければならない。３０日以内に限り延長することができ

るが，その時には書面によって通知しなければならないことに

なっている。しかし，書面による通知もなく，違法状態である。 

１０月２１日 職員Ａから電話，後に上司の職員Ｂにかわる。当方
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は違法状態であると抗議したが，とにかく補正の書類を

至急送るとのことであった。 

１０月２２日 同２１日付「保有個人情報開示請求書の件につい

て」（機構第９９６号）という文書等が届く。［添付資

料①］ 

※ 内容は，取下げもしていないのに，同年９月１日付で送っ

た「開示請求書，本人確認資料，開示請求手数料」を添書き

に至るまで全て送り返してきて，本件開示請求書及び定額小

為替証書を郵便貯金案件と簡易生命保険案件に分離の上，補

正ではなく，修正して同年１１月１９日までに再提出するよ

うにとのことであった。また，本人確認資料は還付できない

とのことであった。 

１０月２５日 職員Ｂとの電話で，当方から同月２１日付文書の問

題点を指摘し，機構の考えを再検討して回答するように

言う。 

※ 問題点は，本件開示請求書の分離の要求は法的根拠がなく

違法である。請求日の日付は再提出日とするといっているが，

それでは本件開示請求書はなかったことになるということなの

で，有り得ないことで違法である。また，取下げてもいないの

に，機構が勝手に本件開示請求書等を返却するのも，明らかに

違法である。また，開示請求書（様式第１号）では，「２．本

人確認」は全て「提示または提出」になっているので，「提

示」すれば良く，本人確認資料は還付できるはずである。 

１０月２６日 職員Ｂから電話。当方指摘の問題点は，当方の主張

を受け入れるので，本件開示請求書等，同月２１日に送

ったものは，全てそのまま返却してほしいとのこと。 

１０月２７日 上記書類を「別紙（補正後）」（３枚）を添えて，

開示請求手数料の不足分の定額小為替証書とともに送る。 

１０月２９日 職員Ｂから電話。返却書類の確認をし，開示請求書

の受付については，９月３日が金曜日だったので，９月

６日とすることで合意した。 

１１月１日 職員Ｂから電話。 

※ 内容は，上司である担当理事にこれまでの経緯を説明した

が，「本件開示請求書の受付日は９月に遡ることはできないの

で，１０月２９日に新たに受付けたことになる。不服があるな

ら訴えたらいい」と言っているので，１０月２９日受付けにし

かできないとのこと。また「本件開示請求書をいつ受付けるの

かは機構の判断で決まる」とも言っているとのこと。全く承服
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できないので，機構には再度の検討を求めた。 

１１月２日 職員Ｂから電話。やはり受付日は１０月２９日になる

と担当理事は言っているとのこと。他の理事も知ってい

るようで，開示する内容については担当理事の承諾が必

要で，担当理事は外部の人と相談しているようである。 

１１月９日 令和３年１１月８日付「開示請求手数料の受理につい

て（案内）」（機構第１０７４号）という文書等が届く。

本件開示請求書のコピーを撮って郵便貯金案件と簡易生

命保険案件に分離し，同年１０月２９日の受付印のある

写しを送付してきている。［添付資料②］ 

１１月１０日 機構に１１月８日付文書等の抗議文を出す。［添付

資料③］ 

１１月１９日 同月１７日付「保有個人情報開示決定等の期限の延

長について（通知）」（機構第１１１７号）の普通郵便

が届く。郵便貯金案件について，違法にも勝手に期限を

同年１２月２８日に延長するという内容であった。［添

付資料④］ 

１１月２２日 機構に「令和３年１１月１７日付の期限延長の通知

について」という抗議文とともにこのような違法な通知

文書は受取れないということで返却する郵便を出す。 

１１月２７日 機構から簡易生命保険案件について，同月２５日付

「機構保有個人情報不開示決定通知書」（機構第１１６

４号）が簡易書留郵便で届く。［添付資料⑤］ 

１２月２７日 機構から郵便貯金案件について，同月２２日付「保

有個人情報の開示をする旨あるいは開示をしない旨の決

定について（通知）」（機構第１３０４号の１～４）の

通知書が普通郵便で届く。［添付資料⑥］ 

令和４年 

１月４日 機構へ「開示の実施方法等申出書（兼郵送料送付書）」

２通を出す。 

１月２０日 機構から「同月１８日付機構保有個人情報送付書（機

構第１３９８号の１と２）」が簡易書留郵便で届く。

［添付資料⑦］ 

（イ）機構の主張は，令和３年１０月２１日付文書（機構第９９６号）

にあるとおり，「当機構では郵便貯金及び簡易生命保険の担当部署

が異なり，開示請求案件についても各々の部署で進捗状況が異なる

ことから，本件開示請求書を郵便貯金案件及び簡易生命保険案件に

分離し，各々について保有個人情報開示請求書を作成」し，修正し
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て「再提出」するようにということで，この再提出時にはじめて受

付けられるということのようですが，全く法的根拠のない主張であ

ると考えます。 

・ 機構の「個人情報開示実施規程」（平成１９年１０月１日規程

第１２号）及び「保有個人情報の開示，訂正及び利用停止に係る

審査基準」（平成１９年１０月１日決定）等のどこにも，郵便貯

金案件と簡易生命保険案件を別々に開示請求するようにとの記載

は見当たりません。また，各々の部署で進捗状況が異なる場合に

は，法２０条の「開示決定等の期限の特例」で充分対応が可能で

す 

・ 千歩譲って，本件開示請求書の分離が必須であるならば，開示

請求してから５０日近く経って連絡するのではなく，すぐ連絡す

べきです。１０月２５日の電話のやり取りでは「分離を決めたの

は，文書を出した１０月２１日だから，すぐ連絡できなかった」

と訳のわからないことを言っています。 

・ 当方は，１０月２７日に本件開示請求書を分離せずにそのまま

返却しましたが，機構はコピーを撮って一方的に分離してきまし

た。つまり機構は，内部手続上のことで機構の権限で分離できる

と判断したのだと思います。とすれば，はじめからそうすべきで，

分離して再提出を求める必要は全くなかったということです。 

（ウ）いずれにしろ，９月３日に機構に到達した本件開示請求書の受付

日が１０月２９日になるということは，有り得ないことであり違法

行為です。 

法４２条１項で「・・・開示請求・・・に係る不作為について不

服がある者は，独立行政法人等に対し，審査請求することができ

る」とあります。法律で定めた期限内に開示決定等を行わないこと

は，不作為があったことに該当すると考えられますので，審査請求

を行います。 

簡易生命保険案件の不開示決定通知は１１月２７日に８０日以上

経過してから到達し，郵便貯金案件の方は１２月２７日に１１０日

以上経過してから到達しています。既に開示決定等の通知があった

のだから良いという問題ではありません。いつまでに開示決定等を

出すかは重要なことですから，法１９条及び２０条で期限を定めて

いるのだと思います。 

１１月１日の電話で，機構の担当理事が「本件開示請求書をいつ

受付けるかは機構の判断で決まる」と豪語しているように，機構は

手続が違法であることを認めていませんので，今後も違法行為が繰

り返され，いつまでも正しい開示がされない状況が続くと危惧して
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います。それを防止するためにも，是非，審査していただく必要が

あると考えます。 

   イ 令和３年１２月２２日付「保有個人情報の開示をする旨の決定につ

いて（通知）」（機構第１３０４号の１）と令和４年１月１８日付

「機構保有個人情報送付書」（機構第１３９８号の１）につい

て・・・審査請求人に関するもの 

（ア）「目検リスト（記号番号検索）」の情報が２行マスキングされて

いることについて 

・ 機構の説明によると，「保有個人情報の開示請求を受けますと，

（株）ゆうちょ銀行（以下「ゆうちょ銀行」という。）にて当機

構が保有する個人情報の調査を実施しますが，その際特定された

個人情報にゆうちょ銀行が管理する貯金（２００７［平成１９］

年１０月１日以降に郵便局にお預けいただいた貯金）に関する情

報も含まれている場合には，当機構の保有個人情報には該当しな

いとして，当機構への提出に先立ちゆうちょ銀行でマスキングを

実施します」とありますが，全く不自然で不合理です。 

・ 保有個人情報の開示請求を受けると，機構が保有する個人情報

をゆうちょ銀行がどのように調査するのでしょうか。何故，平成

１９年１０月１日以降に郵便局に預けられた貯金についての個人

情報が，機構の情報に含まれているのでしょうか（機構が平成１

９年１０月１日以降で保有している情報は，払い戻しに関するも

ののはずです）。 

たとえゆうちょ銀行の情報が含まれていたとしても，ゆうちょ

銀行はどのような法令等に基づいてマスキングを実施している

のでしょうか。保有する個人情報を開示しない法的根拠は全く

ないと考えます。 

・ 個人情報の開示については，個人情報の保護に問題がない限り

（本件は請求者本人の情報なので，個人情報保護上なんら問題が

ありません），可能な限り開示するというのが法の趣旨（精神）

であると考えます。 

マスキングする理由が全くなく，極力開示しないようにしてい

るとしか考えられません。開示すべきと考えます。 

（イ）「目検リスト（記号番号検索）」には「特定地域Ａ」とあり，項

目に「定額新規取扱年月」とありますので，記載されているのは，

特定貯金事務センターＡが管轄する郵便局で預けられた定額貯金と

思われます。 

・ ３件のうち２件はマスキングされていますが，そもそも，平成

１９年１０月１日以降に定額貯金を作ったことはありませんので，
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ゆうちょ銀行にマスキングされる理由がありません。１件は特定

記号，管轄は特定貯金事務センターＡではありません。「マイク

ロフィルム検索リスト」で「特定地域Ｂ」になっています。何故，

記載されているのか不可解です。 

・ また，「マイクロフィルム検索リスト」，「目検リスト」とは

何なのか，この二つのリストの関連についても何の説明もなく理

解できません。内容についても，述べたように疑問があります。 

（ウ）「定額定期取引履歴表」ですが，審査請求人に関しては解約時の

情報だけで，特定個人Ａについては預入時が中心で，記載されてい

る項目が違います。それぞれの情報の出し方を変えているのではと

思われます。 

（エ）平成１１年１２月に定額証書をつくっていますが，どこにも記載

がありません。その時の預入申込書（あるいは郵便貯金払戻金受領

書兼定額定期郵便貯金預入申込書）があるはずです。 

・ あと２か所の住所と旧姓もあげて開示請求していますが，何ら

触れられていません。 

・ 機構には貯金事務センターごとに預金者の名寄せをしたものが

あるとのことで，検索するために名前と住所は明確にするように

と，事前の問合せで言われていました。開示されたリスト等がそ

れにあたるとは思えないのですが。 

（オ）マスキング部分は開示すべきですし，記載内容についても正しく

開示すべきと考えますので，審査請求いたします。 

ウ 令和３年１２月２２日付「保有個人情報の開示をする旨の決定につ

いて（通知）」（機構第１３０４号の２）と令和４年１月１８日付

「機構保有個人情報送付書」（機構第１３９８号の２）につい

て・・・被相続人特定個人Ａに関するもの 

（ア）「目検リスト（記号番号検索）」の情報が１行マスキングされて

いることについて 

上記イの（ア）で述べたとおり，開示すべきであると考えます。 

そもそも，被相続人特定個人Ａは，平成１１年１０月１２日に死

亡しているのに，平成１９年１０月１日以降に預け入れた貯金が存

在するとは考えられません。マスキングされる理由がありません。 

   （イ）「目検リスト（記号番号検索）」によると，定額は２本ですが，

同じ特定貯金事務センター管轄の「マイクロフィルム検索リスト」

では，定額定期が１本しかなく，整合性がとれていません。また検

索表示されているのは特定郵便番号Ａ特定地域Ｃのものだけです。

あと１つの住所のものについては，何も触れられていません。 

   （ウ）「項番５で特定した機構保有個人情報のうち代表相続人（請求
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人）欄及び代表相続人以外の相続人欄に記載された開示請求者以外

の情報及び項番６で特定した機構保有個人情報のうち受領欄に記載

された開示請求者以外の情報は，法１４条２号に規定する・・・の

一部をなすものであり，また，同号ただし書イからハまでのいずれ

にも該当しない」とあります。 

     ・ しかし，開示請求者は相続貯金名義書換請求書の作成者の一人

ですから，当該請求書の内容は全て知ることができる立場にあ

り，また知る権利もあると考えられますので，当該請求書は，

法１４条２号ただし書イの「慣行として開示請求者が知ること

ができ，又は知ることが予定されている情報」（保有個人情報

の開示，訂正及び利用停止に係る審査基準第３の２の（２）の

イ参照）に該当します。よって開示されなければならないと考

えます。 

・ 項番６の定額郵便貯金証書についても，上記相続貯金名義書換

請求書に付随する証書ですから，法１４条２号ただし書イに該当

しますので，受領者名は開示しなければならないと考えます。 

・ また，相続貯金名義書換請求書の「１．郵便貯金の明細」の２

行目がマスキングされていますが，理由が全くわかりません。開

示されなければならないと考えます。 

   （エ）以上，「目検リスト」や「相続貯金名義書換請求書」等のマスキ

ング部分は開示されなければならないと考えますので，審査請求い

たします。 

また，開示された内容に疑問もあります。開示請求では平成５年

からの情報開示を求めていますが，開示されたものは，特定の単年

度分の情報ではないかと思われます（イの審査請求人分も同じ）。 

正しい開示がなされるよう審査請求いたします。 

エ 令和３年１２月２２日付「保有個人情報の開示をしない旨の決定に

ついて（通知）」（機構第１３０４号の３）について 

被相続人特定個人Ｂに関する機構保有個人情報について，「開示請

求者以外の個人に関する情報であるため，不開示とした」とありま

すが，以下に述べるように間違っていますので，開示すべきと考え，

審査請求いたします。 

   （ア）最判平成２１年１月２２日（判例時報２０３４号２９頁）による

と，「金融機関は，預金契約に基づき，預金者の求めに応じて預金

口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。

そして，預金者が死亡した場合，その共同相続人の一人は，預金債

権の一部を相続により取得するにとどまるが，これとは別に，共同

相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき，被相続人名義の
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預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使す

ることができる（民法２６４条，２５２条ただし書）というべきで

あり，他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げ

る理由となるものではない。上告人は，共同相続人の一人に被相続

人名義の預金口座の取引経過を開示することが預金者のプライバシ

ーを侵害し，金融機関の守秘義務に違反すると主張するが，開示の

相手方が共同相続人にとどまる限り，そのような問題が生ずる余地

はないというべきである」と判示していて，被相続人に関する機構

保有個人情報は，相続人である開示請求者以外の個人に関する情報

に当たりませんので，開示すべきと考えます。 

（イ）さらに，令和３年１２月２２日付「保有個人情報の開示をする旨

の決定について（通知）（機構第１３０４号の２）では，同じ被相

続人である特定個人Ａの機構保有個人情報について開示をする旨の

決定をしているのに，何故同じ被相続人である特定個人Ｂの機構保

有個人情報を開示しないのか，整合性もとれず，恣意的な処理であ

ると思います。 

また機構は，令和３年１０月２１日付文書（機構第９９６号）別

紙で，「平成１９年までの記載ですと，特定個人Ｂ様名義の内容が

開示されない場合がございます」と修正するように言ってきていま

す。そもそも不開示ならば，こんな修正は必要なかったはずで，不

可解です。［添付資料①］ 

   オ 令和３年１２月２２日付「保有個人情報の開示をしない旨の決定に

ついて（通知）」（機構第１３０４号の４）について 

（ア）「項番１，２，４，５については，開示請求者以外の個人に関す

る情報であるため」開示しないとありますが，被相続人である特定

個人Ａ又は特定個人Ｂに関する保有個人情報であるならば，前述の

とおり開示すべきと考えます。 

また，被相続人以外のものであるならば，その旨を開示してくだ

さい。法１７条の保有個人情報の存否を明らかにしないで当該開示

請求を拒否すべき場合に該当しないので，その旨を開示しなければ

ならないと考えます。 

（保有個人情報の開示，訂正及び利用停止に係る審査基準第６参照） 

（イ）「項番３，６，７，８，９については，保有期間経過等により機

構保有個人情報を保有していないため」開示しないとあります。 

項番３，４，５は，同じ特定年月日Ａが払い出し日なのに，項番４，

５は保有個人情報が有り，項番３の保有個人情報が無いのは極めて

不可解です。また，マイクロフィルムは永久保存ですし，紙情報も

保存期間が３０年～５０年等で，保有期間が経過しているとは考え
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られません。［添付資料⑧］ 

   （ウ）開示するよう審査請求いたします。 

   カ 令和３年１１月２５日付「機構保有個人情報不開示決定通知書」

（機構第１１６４号）における「１②被相続人特定個人Ａ及び③被

相続人特定個人Ｂについて，開示請求者以外の個人に関する情報で

あるため，法１８条２項の決定（不開示）とした」ことについて 

   （ア）被相続人特定個人Ａ又は被相続人特定個人Ｂが受取人の場合は，

前記最判平成２１年１月２２日（判例時報２０３４号２９頁）のと

おり，相続人である開示請求者以外の個人に関する情報には該当し

ないので，開示しなければならないと考えます。 

   （イ）「保険契約者又は被保険者が被相続人であるが，受取人が被相続

人ではなく，かつ開示請求者でもない場合」について，最決平成１

６年１０月２９日判例時報１８８４号４１頁は，生命保険金につい

ては，被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金請求権は，受取

人と指定された者の固有の権利であり，相続財産には含まれない扱

いであることから，原則として特別受益にはあたらないといえるが，

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不

公平が生じる特段の事情が存する場合は，民法９０３条１項の類推

適用により，特別受益に準じて持戻しの対象になるとしています。

特段の事情が存するかどうかは，最終的には裁判所が判断すること

になりますので，機構（簡易生命保険）としては，情報は全て開示

すべきであると考えます。現に，株式会社かんぽ生命保険（以下

「かんぽ生命」という。）は現存確認で回答してきています。 

（ウ）法１７条の保有個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求

を拒否すべき場合に該当しないので，上記（ア）又は（イ）の情報

の存否も含め，どのような情報があるのか開示すべきと考えますの

で，審査請求いたします。 

 （２）意見書１ 

    別紙５のとおり。 

 （３）意見書２ 

    諮問庁に対して閲覧させることは適当でない旨の意見が提出されてい

るため，その内容は記載しない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 令和４年（独個）諮問第５０１１号 

 （１）経緯 

ア 審査請求人は，処分庁に対し，令和３年９月１日付「保有個人情報

開示請求書」（本件開示請求書）により，機構に対し，法１３条１項

の規定に基づく保有個人情報の開示請求を行った。 
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イ 処分庁において，本件開示請求の内容を確認したところ，１通の開

示請求書に郵便貯金に関する開示請求及び簡易生命保険に関する開示

請求が含まれていた。 

ウ 処分庁では，郵便貯金管理業務を行う部署と簡易生命保険管理業務

を行う担当部署が異なっていることに加え，対象となる法人文書は，

それぞれの業務の委託先（郵便貯金管理業務についてはゆうちょ銀行，

簡易生命保険管理業務についてはかんぽ生命保険）が保有しているこ

と，１通の開示請求書に郵便貯金に関する保有個人情報及び簡易生命

保険に関する個人情報が含まれているため，本件開示請求書を各委託

先へ送付することは個人情報の流失につながる恐れがあることから，

本件開示請求の処理を安全かつ円滑に進めるためには，審査請求人に

対し，郵便貯金に関する開示請求と簡易生命保険に関する開示請求に

分割して開示請求することを求める必要があると判断した。 

エ この間，審査請求人に対しては，担当者が電話により本件開示請求

書の補正が必要であり，おって補正に関する文書を送付する旨，連絡

を行ったものの，担当者が別件の法人文書開示請求案件を担当してい

たことや，本件の具体的な依頼内容についての検討に予想以上に時間

を要したため，実際に処分庁が文書（「保有個人情報開示請求書の件

について」）を送付したのは，同年１０月２１日となった。 

オ 当該文書の内容は，審査請求人に対し，開示請求を郵便貯金関係と

簡易生命保険関係に分離すること，当該分離に伴い，開示請求手数料

として納付された定額小為替証書についても郵便貯金関係と簡易生命

保険関係に分離して納付すること及び法人文書の特定のため，開示を

請求する保有個人情報を一部補正することを求めるものであったが，

当該文書を受け取った審査請求人からは，開示請求者に対して，郵便

貯金に関する開示請求と簡易生命保険に関する開示請求とを分けて行

うことを求める根拠がなく，求めに応じる理由がない等の指摘があり，

その後，同月２７日に審査請求人から，開示請求内容が修正され，開

示請求手数料が増額された保有個人情報開示請求書が送付された。 

カ 当該開示請求書の日付は同年９月１日付となっていたが，前述のと

おり開示請求内容が修正されていたこと，開示請求手数料が増額され

ていたこと，他方で引き続き１通の開示請求書に郵便貯金に関する開

示請求と簡易生命保険に関する開示請求が含まれていたことから，処

分庁では，当該開示請求は同年１０月２１日付文書に応じて補正がさ

れたものではなく，新たな開示請求がなされたものであると判断し，

同月２９日付で受領した。 

キ 処分庁では，当該新たな開示請求に係る保有個人情報開示請求書の

受領の後，簡易生命保険に関する開示請求に対して，同年１１月２５
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日付で不開示決定を行うとともに，郵便貯金に関する開示請求につい

ては，開示請求の対象となる保有個人情報の調査に時間を要すること

から，法１９条２項に基づき，同月１７日付で開示決定等の期限の延

長を行った上で，同年１２月２２日付で開示決定等を行った。 

（２）審査請求の概要 

審査請求人は，審査請求人が令和３年９月１日付けで処分庁に送付し

た本件開示請求書の受領日を同年１０月２９日としたことは違法であり，

処分庁が開示決定等の期限内に開示決定等を行わなかったことは，不作

為に該当すると主張する。 

（３）審査請求に対する検討 

上記の経緯のとおり，処分庁では，当初令和３年９月１日付で審査請

求人から行われた開示請求について，その後，本件開示請求書の内容及

び開示請求手数料が変更されたことから，当該変更された開示請求書を

受領した同年１０月２９日に新たな開示請求がなされたものと解したも

のであり，したがって，同年１１月２５日付の簡易保険契約に係る不開

示決定及び法１９条２項に基づき開示決定等の期限を延長して行った同

年１２月２２日付の郵便貯金契約に係る開示決定等は，いずれも法定の

開示決定等の期限内に行われた処分である。 

なお，審査請求書によると，審査請求人は，本件開示請求に係る不作

為の審査請求を行っているとも解されるところ，処分庁は，本件開示請

求に対し，原処分を行っていることから，審査請求がされた時点におい

て処分庁の不作為はない。 

（４）以上のことから，原処分は開示決定期限内に行われたものであり，審

査請求人の主張はあたらないものと考える。 

 ２ 令和４年（独個）諮問第５０１２号（原処分１） 

（１）審査請求申立てまでの経緯及び概要 

ア 開示請求の受理 

令和３年９月１日付けで，審査請求人（開示請求者）より，機構に

対し，法１３条１項の規定に基づく保有個人情報の開示請求があり，

機構は同年１０月２９日に受理した。 

イ 開示を請求する保有個人情報 

開示を請求する保有個人情報は別紙１の１のとおり。 

   ウ 不開示決定の通知 

機構は，審査請求人の開示請求について，かんぽ生命保険のデータ

ベース（注）により氏名等による契約内容を調査したが，審査請求

人を本人とする保険契約は存在しなかった。そのため，令和３年１

１月２５日付け機構第１１６４号をもって不開示決定を行い，審査

請求人に対し通知した。 
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（注）かんぽ生命のデータベースとは，かんぽ生命の電子計算機に

契約者及び被保険者等の契約関係者の氏名，責任開始日，保険

金額，保険料額，保険種類並びに受持郵便局名等の保険契約の

契約内容や保険料の払込状況等の記録を収めた情報の集合で，

これらの情報を保管，検索及び更新等するために整理されたも

のである。 

エ 審査請求申立ての受理 

令和４年１月２８日付けで，審査請求人より審査請求の申立があり，

機構は同月３１日受理したが，行政不服審査法により記載が必要な

項目が漏れていたため，機構１５２４号（令和４年２月１４日）に

より，審査請求人に補正を依頼した。 

 （２）審査請求人の主張 

ア 審査請求の趣旨 

上記（１）イ開示を請求する保有個人情報のうち，②特定個人Ａ③

特定個人Ｂについて，不開示処分を取消すことを求める。 

   イ 審査請求する理由 

被相続人特定個人Ａ又は特定個人Ｂが受取人の場合は，最判平成２

１年１月２２日（判例時報２０３４号２９頁）のとおり，相続人で

ある開示請求者以外の個人に関する情報には該当しないので，開示

しなければならないと考える。 

保険契約者又は被保険者が被相続人であるが，受取人が被相続人で

はなく，かつ開示請求者でもない場合について，最決平成１６年１

０月２９日判例時報１８８４号４１頁は，生命保険金については，

被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金請求権は，受取人と指

定された者の固有の権利であり，相続財産には含まれない扱いであ

ることから，原則として特別受益にはあたらないといえるが，保険

金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平

が生じる特段の事情が存する場合は，特別受益に準じて持戻しの対

象になるとしている。以上のように特段の事情が存する可能性があ

るため，情報は全て開示すべきであると考える。 

法１７条の保有個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を

拒否すべき場合に該当しないので，上記のような情報の存否も含め，

どのような情報があるのか開示すべきと考える。 

（３）審査請求に対する検討 

ア 死者に関する情報について 

法２条２項において「「個人情報」とは，生存する個人に関する情

報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等に

より特定の個人を識別することができるもの」と規定されており，
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個人情報に死者に関する情報は含まれないとされている。しかしな

がら，死者に関する情報であっても，当該情報が相続人等の生存す

る個人に関する情報でもある場合（例えば，死者に関する情報であ

る相続財産等に関する情報の中に相続人の氏名の記載があるなど相

続人を識別することができる場合において，当該情報は死者に関す

る情報であると同時に，相続人に関する情報でもある。）において

は，生存する個人（相続人）を本人とする個人に関する情報となる

ため，法１２条１項に規定する「自己を本人とする保有個人情報」

に死者に関する保有個人情報も含まれることになる。 

一般に，相続人を本人とする個人に関する情報となり得る被相続人

の相続財産等に関する情報とは，あくまで，相続開始直前まで被相

続人の財産であって，かつ，相続開始以後は相続人の財産となる相

続財産に関する情報である。 

なお，被相続人の生前の財産に関する情報が相続人を本人とする個

人に関する情報に該当しないことについては，内閣府情報公開・個

人情報保護審査会の答申（平成２２年（行個）答申第１２０号）に

より，示されているところである。 

   イ 保有個人情報の特定について 

機構においては，前記（１）ウのとおりかんぽ生命のデータベース

により氏名等による契約内容を調査したところ，特定個人Ａ・特定

個人Ｂを本人とする保険契約に係る情報は保管されている。しかし

ながら，当該情報には審査請求人の氏名が記録されておらず，また，

保険金は審査請求人とは別の第３者に既に支払われており，当該保

険契約が審査請求人の財産となる相続財産に該当するとも認められ

ない。そのため，機構においては，審査請求人を本人とする個人情

報は保有していないと判断したもの。 

   ウ 審査請求人の主張について 

審査請求人の主張のうち，前段の「被相続人特定個人Ａ又は特定個

人Ｂが受取人の場合・・・」の部分については，当該保険契約が審

査請求人の財産となる相続財産であることを仮定した上で開示請求

権を主張していると解されるが，そもそもその仮定が成立しない。 

後段の「保険契約者又は被保険者が被相続人であるが，受取人が被

相続人ではなく，かつ開示請求者でもない場合・・」以降の部分に

ついては，審査請求人は相続財産の扱いにおける「特段の事情が存

する可能性」をもって開示請求権を主張していると解されるが，法

１２条１項では「自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する

ことができる」と規定されており，開示を求める情報が審査請求人

を本人とする個人情報ではない以上，主張はあたらない。 
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（４）結論 

以上のことから，原処分１を維持すべきだと考える。 

 ３ 令和４年（独個）諮問第５０１３号（原処分２の１ないし原処分２の

４） 

 （１）理由説明書 

ア 経緯 

（ア）令和３年９月１日付（同年１０月２９日受理）「保有個人情報開

示請求書」（本件開示請求書）により，開示請求者から，機構に対

し，法１３条１項の規定に基づく開示請求があった。 

（イ）機構は，請求対象となる本件開示請求書の別紙（補正後）１「定

額定期貯金について」及び２「特定個人Ａ（被相続人）の相続手続

で提出した「相続貯金名義書換請求書」及び証拠書等の写し」に記

載された機構保有個人情報の特定に時間を要することを理由に，機

構第１１１７号（Ｒ３．１１．１７）「保有個人情報開示決定等の

期限の延長について（通知）」により開示請求者に開示決定期限の

延長を通知した。 

（ウ）機構は，①本件開示請求書別紙（補正後）１①に記載された名義

人審査請求人の保有個人情報については，機構第１３０４号の１

（Ｒ３．１２．２２）「保有個人情報の開示をする旨の決定につい

て（通知）」により，開示をする旨の決定（原処分２の１。以下，

第３の３において「１３０４号の１決定」という。）を，②本件開

示請求書別紙（補正後）１②（ただし，本件開示請求書において列

記された特定記号番号Ａ以外の９件の郵便貯金を除く）に記載され

た名義人特定個人Ａ（被相続人）の保有個人情報，本件開示請求書

別紙（補正後）２に記載された「特定個人Ａ（被相続人）の相続手

続で提出した「相続貯金名義書換請求書」及び証拠書等の写し」に

ついては，機構第１３０４号の２（Ｒ３．１２．２２）「保有個人

情報の開示をする旨の決定について（通知）」により，開示をする

旨の決定（原処分２の２。以下，第３の３において「１３０４号の

２決定」という。）を，③本件開示請求書別紙（補正後）１③（た

だし，本件開示請求書において列記された特定記号番号Ａ以外の９

件の郵便貯金を除く）に記載された名義人特定個人Ｂ（被相続人）

の保有個人情報については，機構第１３０４号の３（Ｒ３．１２．

２２）「保有個人情報の開示をしない旨の決定について（通知）」

により，開示をしない旨の決定（原処分２の３。以下，第３の３に

おいて「１３０４号の３決定」という。）を，④本件開示請求書別

紙（補正後）に列記された特定記号番号Ａを除く９件の郵便貯金に

係る保有個人情報については，機構第１３０４号の４（Ｒ３．１２．
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２２）「保有個人情報の開示をしない旨の決定について（通知）」

により，開示をしない旨の決定（原処分２の４。以下，第３の３に

おいて「１３０４号の４決定」という。）を開示請求者に通知した。 

（エ）機構第１３９８号の１（Ｒ４．１.１８）「機構保有個人情報送

付書」及び機構第１３９８号の２（Ｒ４.１.１８）「機構保有個人

情報送付書」により，開示請求者から提出のあった「開示の実施方

法等申出書」による申出方法で，特定した機構保有個人情報を開示

した。 

（オ）機構において，審査請求人から，令和４年１月２８日付「審査請

求書」を同月３１日受理したが，行政不服審査法により記載が必要

な項目が漏れていたため，機構第１５２４号（Ｒ４.２.１４）「令

和３年１１月２５日付「機構保有個人情報不開示決定通知書」（機

構第１１６４号）及び同年１２月２２日付「保有個人情報の開示を

する旨あるいは開示をしない旨の決定について（通知）」（機構第

１３０４号の１～４）にかかる審査請求書の補正の依頼について」

により，審査請求人に補正を依頼した。 

   （カ）機構において，審査請求人から，令和４年２月２１日付「審査請

求書の補正（別紙）」を同月２５日受理した。 

   イ 審査請求の概要 

審査請求書によれば，①１３０４号の１決定について，開示された

書類のマスキング部分は開示すべきであり，記載内容についても正

しく開示すべきであると主張し，②１３０４号の２決定について，

開示された書類のマスキング部分は開示すべきであり，開示された

内容は特定の単年度分の情報と思われるため，正しく開示すべきで

あると主張し，③１３０４号の３決定について，被相続人に関する

機構保有個人情報は，相続人である開示請求者以外の個人に関する

情報にはあたらないので，開示すべきであると主張し，④１３０４

号の４決定について，開示請求者以外の個人に関する情報として不

開示とした情報が，被相続人に関する保有個人情報であるならば，

相続人である開示請求者以外の個人に関する情報にはあたらないの

で，開示すべきであり，保有期間経過等により保有していないとし

て不開示とした情報は，保有期間が経過したとは考えられないため，

開示すべきであると主張している。 

   ウ 審査請求に対する検討 

（ア）審査請求人は，本件開示請求書別紙（補正後）により，平成５年

～平成２９年５月までの審査請求人名義，特定個人Ａ（被相続人）

名義及び特定個人Ｂ（被相続人）名義の定額定期貯金の保有個人情

報，特定個人Ａ（被相続人）の相続手続で提出した「相続貯金名義
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書換請求書」及び証拠書等の写しの開示を請求した。機構は郵政民

営化に伴い，日本郵政公社から承継した郵便貯金（平成１９年９月

３０日までに預入された通常郵便貯金を除く定期性の郵便貯金）を

管理し，これらに係る債務を確実に履行するために設立された独立

行政法人であるが，ゆうちょ銀行との間に郵便貯金管理業務委託契

約を締結し，個々の郵便貯金に係る具体的な取扱事務（郵便貯金管

理業務）の大部分をゆうちょ銀行に委託して行っているところ，機

構が管理する郵便貯金に係る個人情報（機構保有個人情報）は，ゆ

うちょ銀行が受託した郵便貯金管理業務を行うために必要不可欠な

ことから，ゆうちょ銀行において保管しているため，機構はゆうち

ょ銀行に対し，開示請求に該当する機構保有個人情報の提出を文書

により依頼した。これを受け，ゆうちょ銀行は，開示請求内容に合

致する機構保有個人情報の探索を行い，開示請求内容に合致した機

構保有個人情報を機構に提出（開示請求内容に合致した機構保有個

人情報の概要については，別紙３のとおり）し，提出した情報以外

は保存期間経過等により保有していないと機構に回答した。 

（イ）機構は，法１８条の決定にあたり，ゆうちょ銀行から受け入れた

別紙３の機構保有個人情報について開示・不開示の審査を行い，①

本件開示請求書別紙（補正後）１①に記載された名義人審査請求人

の保有個人情報については，１３０４号の１決定を，②本件開示請

求書別紙（補正後）１②（ただし，本件開示請求書において列記さ

れた特定記号番号Ａ以外の９件の郵便貯金を除く）に記載された名

義人特定個人Ａ（被相続人）の保有個人情報，本件開示請求書別紙

（補正後）２に記載された「特定個人Ａ（被相続人）の相続手続で

提出した「相続貯金名義書換請求書」及び証拠書等の写し」につい

ては，１３０４号の２決定を，③本件開示請求書別紙（補正後）１

③（ただし，本件開示請求書において列記された特定記号番号Ａ以

外の９件の郵便貯金を除く）に記載された名義人特定個人Ｂ（被相

続人）の保有個人情報については，１３０４号の３決定を，④本件

開示請求書別紙（補正後）に列記された特定記号番号Ａを除く９件

の郵便貯金に係る保有個人情報については，１３０４号の４決定を

開示請求者に通知し，開示請求者からの申出により，特定した機構

保有個人情報について開示した。 

（ウ）原処分につき，審査請求人は令和４年１月２８日付「審査請求

書」により，①１３０４号の１決定について，開示された書類のマ

スキング部分は開示すべきであり，記載内容についても正しく開示

すべきであると主張し，②１３０４号の２決定について，開示され

た書類のマスキング部分は開示すべきであり，開示された内容は特
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定の単年度分の情報と思われるため，正しく開示すべきであると主

張し，③１３０４号の３決定について，被相続人に関する機構保有

個人情報は，相続人である開示請求者以外の個人に関する情報には

あたらないので，開示すべきであると主張し，④１３０４号の４決

定について，開示請求者以外の個人に関する情報として不開示とし

た情報が，被相続人に関する保有個人情報であるならば，相続人で

ある開示請求者以外の個人に関する情報にはあたらないので，開示

すべきであり，保有期間経過等により保有していないとして不開示

とした情報は，保有期間が経過したとは考えられないため，開示す

べきである等と主張しているところ，これらの主張を以下のａから

ｄに分類し，分類別に（エ）以下で検討する。 

     ａ 開示された情報は正しくなく，他にも開示されるべき情報があ

ると思われる 

     ｂ 開示された書類のマスキング部分は開示すべきである 

     ｃ 被相続人に関する機構保有個人情報は，相続人である開示請求

者以外の個人に関する情報にはあたらないので，開示すべきで

ある 

     ｄ 保有期間経過等により不開示とした情報について，保有期間が

経過したとは考えられないため，開示すべきである 

（エ）「開示された情報は正しくなく，他にも開示されるべき情報があ

ると思われる」との主張に対する検討 

審査請求を受け，機構はゆうちょ銀行に対し，調査漏れや誤りが

ないか改めて調査を依頼したが，ゆうちょ銀行から調査漏れや誤り

がないことを再度確認した旨の回答を得た。また，機構においても，

ゆうちょ銀行における探索方法を確認し，開示請求内容に合致した

機構保有個人情報（別紙３）以外に開示請求対象者の機構保有個人

情報がないことを確認した（探索方法の確認結果の概要については，

別紙４－１から４－４のとおり）。 

よって，審査請求人の主張する「開示された情報は正しくなく，

他にも開示されるべき情報がある」という事実はなく，原処分に誤

りはない。 

   （オ）「開示された書類のマスキング部分は開示すべきである」との主

張に対する検討 

     ａ １３０４号の１決定により開示決定した機構保有個人情報のう

ち「目検リスト（記号番号検索）」に２行マスキングしている

点について 

       審査請求を受け，機構はゆうちょ銀行に対し，ゆうちょ銀行に

おいて当該部分にマスキングを施した理由を照会したところ，
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マスキングを施した１行目には預入年月が平成１９年９月以前

の定額または定期郵便貯金の情報が印字されていたが，預入申

込書等の名義人の住所氏名を特定する証拠書類が残っておらず，

開示請求者の情報と特定できなかったため，２行目には預入年

月が平成１９年１０月以降の定額または定期貯金の情報が印字

されており，ゆうちょ銀行が管理する貯金の情報であるため，

マスキングを施したとの回答を得た。 

そこで検討すると，マスキング部分の情報のうち，１行目の部

分については，平成１９年９月以前の定額または定期郵便貯金

の情報であるため，機構の保有する情報をゆうちょ銀行が同行

の管理する貯金であるとしてマスキングを施したことは不適切

であったといえる。しかし，当該部分については，上述のとお

り，開示請求者の機構保有個人情報と特定できないことから，

機構においても同様にマスキングを施すこととなるのであって，

不開示とする結論が変わるものではない。 

また，マスキング部分のうち，２行目の部分は，平成１９年１

０月以降の定額または定期貯金の情報であり，ゆうちょ銀行の

管理する貯金の情報であるため，ゆうちょ銀行が当該部分にマ

スキングを施したことにつき，誤りはない。 

     ｂ １３０４号の２決定により開示決定した機構保有個人情報のう

ち「目検リスト（記号番号検索）」に１行マスキングしている

点について 

       審査請求を受け，機構はゆうちょ銀行に対し，ゆうちょ銀行に

おいて当該部分にマスキングを施した理由を照会したところ，

マスキングを施した部分には預入年月が平成１９年９月以前の

定額または定期郵便貯金の情報が印字されていたが，預入申込

書等の名義人の住所氏名を特定する証拠書類が残っておらず，

特定個人Ａ（被相続人）の情報と特定できなかったため，マス

キングを施したとの回答を得た。 

       そこで検討すると，マスキング部分の情報は，平成１９年９月

以前の定額または定期郵便貯金の情報であるため，機構の保有

する情報をゆうちょ銀行が同行の管理する貯金であるとしてマ

スキングを施したことは不適切であったといえる。しかし，当

該部分については，上述のとおり，開示請求者の機構保有個人

情報と特定できないことから，機構においても同様にマスキン

グを施すということとなるのであって，不開示とする結論が変

わるものではない。 

     ｃ １３０４号の２決定により開示決定した機構保有個人情報のう
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ち「相続貯金名義書換請求書（写）」の「１郵便貯金の明細」

欄に１行マスキングしている点について 

       審査請求を受け，機構はゆうちょ銀行に対し，ゆうちょ銀行に

おいて当該部分にマスキングを施した理由を照会したところ，

マスキングを施した部分には通常貯金の記号番号が記載されて

おり，ゆうちょ銀行が管理する貯金の情報であるため，マスキ

ングを施したとの回答を得た。 

       よって，マスキング部分の情報は，ゆうちょ銀行の管理する貯

金の情報であるため，当該部分にマスキングを施したことにつ

き，誤りはない。 

     ｄ １３０４号の２決定により開示決定した機構保有個人情報のう

ち「相続貯金名義書換請求書（写）」の「代表相続人（請求

人）」欄及び「代表相続人以外の相続人」欄と，「定額郵便貯

金証書（写）」の「受領」欄にマスキングしている点について 

       機構においてマスキングを施したこれらの部分には開示請求者

以外の情報（代表相続人の住所，氏名，被相続人との続柄，生

年月日及び印影，代表相続人以外の相続人の住所，氏名，被相

続人との続柄，電話番号及び印影）が記載されており，法１４

条２号に規定する「開示請求者以外の個人に関する情報であっ

て，当該情報に含まれる氏名，生年月日，その他の記述等によ

り開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの」

の一部をなすものであり，また，同号ただし書イからハのいず

れにも該当しないと判断して不開示としたものである。 

       この点，審査請求人は，開示請求者以外の情報は法１４条２号

ただし書イの「慣行として開示請求者が知ることができ，又は

知ることが予定されている情報」に該当するとして，不開示部

分の開示を求めているが，機構において，不開示とした開示請

求者以外の情報が，慣行として開示請求者が知ることができ，

又は知ることが予定されている情報に当たると確定的に判断さ

れた答申例や文献等がないか探索したが，そのような答申例や

文献等は見当たらなかった。 

       よって，法１４条２号の規定により，当該部分にマスキングを

施し，不開示としたことに誤りはない。 

（カ）「被相続人に関する機構保有個人情報は，相続人である開示請求

者以外の個人に関する情報にはあたらないので，開示すべきであ

る」との主張に対する検討 

     ａ 法１２条１項において，開示の対象となる情報が「自己を本人

とする保有個人情報の開示を請求することができる」と規定さ
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れていることを前提に，本件不開示情報（別紙３，３項の機構

保有個人情報と，別紙４－４，６項の機構保有個人情報。以下

同じ）を確認したところ，審査請求人の氏名，生年月日その他

個人に関する情報は記録されていない。 

     ｂ 法２条２項において「「個人情報」とは，生存する個人に関す

る情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の

記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定

されており，個人情報に死者に関する情報は含まれないものと

されている。死者に関する情報が含まれる本件不開示情報の中

に，法定相続人である審査請求人の氏名等個人を識別すること

ができる情報は記録されていない。 

     ｃ 相続人を本人とする個人に関する情報となり得る被相続人の相

続財産等に関する情報とは，あくまで，相続開始直前まで被相

続人の財産であって，かつ，相続開始以後は相続人の財産とな

る相続財産に関する情報であるところ，本件不開示情報に係る

貯金はいずれも名義人である被相続人が存命中に払い戻しを行

ったものであり，死亡日以降も存続している貯金は確認されな

かったことから，相続財産となり得ないものである。 

     ｄ 審査請求人は，最判平成２１年１月２２日（判例時報２０３４

号２９頁）の最高裁判所平成１９年（受）第１９１９号の判決

を引用し，不開示決定の取消しを求めているが，この判決事案

では，開示請求の対象となった預金は相続預金として銀行に残

っていたものであり，今回の事案とは事情を異にする。 

     ｅ また，貴審査会の平成２６年度（独個）答申第８７号の答申書

においても，本件と同旨の理由により不開示とした決定が妥当

であるとの答申がある。 

     ｆ よって，機構において，本件不開示情報が開示請求者以外の個

人に関する情報であるとして，不開示とした決定については，

誤りはない。 

（キ）「保有期間経過等により不開示とした情報について，保有期間が

経過したとは考えられないため，開示すべきである」との主張に対

する検討 

      審査請求人は，機構の「法人文書ファイル管理簿」にマイクロフ

ィルムは永久保存とあり，紙情報も保存期間が３０年～５０年等と

なっているため，保有期間が経過しているとは考えられないと主張

する。 

      しかしながら，保有期間経過等により不開示とした情報について

は，別紙４－４，１項から４項のとおり，①紙情報の定額・定期郵
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便貯金証書（払戻金受領証のもの）及び原簿内容データは保有期間

を経過している，②預入申込書はマイクロフィルム撮影していない，

③存在しない記号番号であった，と考えられることから，保有期間

経過等により機構保有個人情報を保有していないとして不開示とし

た決定に誤りはない。 

（ク）以上により，１３０４号の１決定により開示決定した機構保有個

人情報のうち「目検リスト（記号番号検索）」で，ゆうちょ銀行が

マスキングを施した１行目の部分及び１３０４号の２決定により開

示決定した機構保有個人情報のうち「目検リスト（記号番号検

索）」で，ゆうちょ銀行がマスキングを施した部分については，機

構の保有する情報であるため，ゆうちょ銀行が同行の管理する貯金

であるとしてマスキングを施したことは不適切であったが，当該情

報について不開示とする結論が変わるものではなく，その余の原処

分にも誤りはない。 

   エ 結論 

以上のことから，一部不適切な部分もあったが，原処分は結論にお

いて妥当であると考える。 

 （２）補充理由説明書 

機構第１３０４号の２決定において不開示とした部分に係る説明を以

下のとおり補充する。 

機構第１３０４号の２決定により開示決定した機構保有個人情報のう

ち，「相続貯金名義書換請求書（写）」の不開示部分について，諮問庁

において改めて確認したところ，開示請求者の住所，氏名及び印鑑が記

載された開示部分直上の記載欄の不開示部分は，審査請求人本人の保有

個人情報と認められることから，新たに開示することとする。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件各諮問事件について，以下のとおり，併合し，調査審

議を行った。 

   ① 令和４年５月１０日  諮問の受理（令和４年（独個）諮問第５０

１１号） 

   ② 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ③ 同月１２日      諮問の受理（令和４年（独個）諮問第５０

１２号） 

   ④ 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

   ⑤ 同月１３日      諮問の受理（令和４年（独個）諮問第５０

１３号） 

   ⑥ 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

⑦ 同月２７日      審議（同上） 
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⑧ 同年６月１６日    審査請求人から意見書１及び資料を収受

（令和４年（独個）諮問第５０１１号ないし

同第５０１３号） 

⑨ 同月２７日      諮問庁から補充理由説明書を収受（令和４

年（独個）諮問第５０１３号） 

⑩ 同年７月７日     審査請求人から意見書２を収受（同上） 

   ⑪ 令和５年３月１０日  本件対象保有個人情報の見分及び審議（令

和４年（独個）諮問第５０１１号ないし同第

５０１３号） 

   ⑫ 同年４月７日     令和４年（独個）諮問第５０１１号ないし

同第５０１３号の併合及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件開示請求は，本件請求保有個人情報の開示を求めるものであり，処

分庁は，本件対象保有個人情報１につき，自己（審査請求人）を本人とす

る保有個人情報に該当しないとして不開示とする原処分１を，本件対象保

有個人情報２につき，本件対象保有個人情報２－１及び２－２を特定し，

その一部を法１４条２号に該当するとして不開示とする各決定（原処分２

の１及び原処分２の２）を，本件対象保有個人情報２－３及び２－４につ

き，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない又は期間経過等に

より保有していないとして不開示とする各決定（原処分２の３及び原処分

２の４）を行った。 

これに対し，審査請求人は，開示請求日から期限内に原処分が行われな

かったことは違法であるとした上で，原処分１（本件請求保有個人情報１

のうち別紙１の１①関係を除く。）について取消しを，原処分２の１ない

し原処分２の４について，追加の特定とともに不開示部分の取消しを求め

ていると解されるところ，諮問庁は，原処分は開示決定期限内に行われた

ものであるとし，補充理由説明書（上記第３の３（２））に掲げる部分は

開示するとした上で，その余の不開示部分（以下「本件不開示維持部分」

という。）については，不開示とすることが妥当としている。 

そこで，以下，本件対象保有個人情報の見分結果を踏まえ，原処分の妥

当性（開示決定等の期限）に加え，本件対象保有個人情報１につき，審査

請求人を本人とする保有個人情報該当性を，本件対象保有個人情報２につ

き，特定の妥当性，審査請求人を本人とする保有個人情報該当性，本件不

開示維持部分の不開示情報該当性及び保有の有無について，検討する。 

なお，当審査会において本件開示実施文書を確認したところ，本件対象

保有個人情報２のうち，別紙２の２（１）エ及び（２）エに掲げる「目検

リスト（記号番号検索）」において，マスキング処理によって不開示部分
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として取り扱われている機構保有の個人情報に係る部分は，原処分２の１

及び原処分２の２に係る開示決定通知書の「１ 決定内容」欄において不

開示とされた部分に含まれておらず，原処分においては不開示とされてい

ないものと認めるほかないことから，当該部分については判断しない。 

 ２ 原処分の妥当性（開示決定等の期限）について 

（１）当審査会において，諮問時に諮問庁から提出された資料を確認したと

ころ，本件開示請求から原処分に至るまでの経緯は，下記アないしウの

とおりであると認められる。 

ア 本件開示請求においては，審査請求人が令和３年９月１日付け開示

請求書（本件開示請求書）を処分庁に提出している。本件開示請求書

には，同年１０月２９日付けの処分庁の受付印が押印されているが，

当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，本件開示請求

書は，同年９月３日に処分庁に到達したとのことである。 

イ 処分庁は，本件請求保有個人情報が担当部署の異なる郵便貯金及び

簡易生命保険に係るものであることを理由に，令和３年１０月２１日

付けで「開示請求書を郵便貯金案件及び簡易生命保険案件に分離し，

各々について保有個人情報開示請求書を作成いただき」たい旨の連絡

を送付し，それに対して審査請求人は，令和３年９月１日付けの本件

開示請求書を，別紙のみ「別紙（補正後）」に補正した形で，処分庁

に再送している（同年１０月２９日受付）。 

ウ その後，処分庁は，本件請求保有個人情報のうち，簡易生命保険に

係るものにつき，令和３年１１月２５日付けで原処分１を行い，郵便

貯金に係るものにつき，同月１７日付けで期限延長の通知を発出した

後，同年１２月２２日付けで原処分２の１ないし原処分２の４を行っ

ている。 

（２）開示決定等の期限については，法１９条１項において，開示決定等は

補正に要した日数を除き，開示請求があった日から３０日以内にしなけ

ればならない旨規定されている。 

（３）これを検討するに，諮問庁は，上記第３の１（３）において，処分庁

では，当初令和３年９月１日付で審査請求人が行った開示請求について，

その後，本件開示請求書の内容及び開示請求手数料が変更されたことか

ら，当該変更された開示請求書を受領した同年１０月２９日に新たな開

示請求がなされたものと解したものであり，したがって，原処分は，い

ずれも法定の開示決定等の期限内に行われた処分であると説明するが，

本件開示請求書が，同年９月３日に処分庁に到達後，処分庁が審査請求

人に上記（１）イの連絡を行うまでに既に４８日間を要しており，当該

期間は法１９条１項で規定する「補正に要した日数」には当たらないと

解されることからすると，上記諮問庁の説明は受け入れ難く，原処分ま
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での期間は３０日を超えているものと認められる。 

（４）そうすると，処分庁は，開示決定等の期限を超過して原処分を行った

ものと認められ，このような対応は，法１９条１項の趣旨に照らして不

適正なものであるといわざるを得ない。 

しかしながら，既に原処分がなされている以上，これを理由に原処分

を取り消すことは，請求保有個人情報の開示，不開示の適時判断という

法１９条１項の趣旨がかえって損なわれる結果となり，請求者である審

査請求人の利益ともならないから，この点は，原処分の取消事由にはな

らないと解される。 

３ 本件対象保有個人情報１について（審査請求人を本人とする保有個人情

報該当性（原処分１の関係）） 

（１）諮問庁の説明 

   諮問庁は，上記第３の２（３）のとおり，本件対象保有個人情報１は，

既に死亡した特定個人Ａ・特定個人Ｂを本人とする保険契約に係る情報

であって，法１２条１項に規定する審査請求人を本人とする保有個人情

報には該当しないと説明し，当審査会事務局職員をして確認させたとこ

ろ，おおむね以下のとおり補足して説明する。 

  ア かんぽ生命のデータベースは，昭和５２年以降にかんぽ生命が締

結・保有する全ての保険契約に関する情報の検索が可能である。デー

タの保存年限は設けられていないが，平成１９年１０月より前に支払

うべき保険金等を全て支払い消滅した契約については，保険証券番号

など一部の情報しか保有していない。 

なお，かんぽ生命において，過去の契約も含め契約情報の詳細を確

認できる手段は，当該データベースのみである。 

  イ 上記データベースで確認したところ，特定個人Ａ及び特定個人Ｂを

本人とする保険契約に係る情報を保有していることが認められたこと

から，当該保険契約の内容が記載されている保険証書を確認したとこ

ろ，審査請求人の氏名等個人を識別することができる情報は記録され

ていない。 

また，特定個人Ａについては，平成１１年○月○日の同人死亡後，

同年○月○日付けで，特定個人Ｂについては，平成２９年○月○日

の同人死亡後，同年○月○日付けで，第三者に対して保険金の支払

が完了している。 

（２）検討 

ア 諮問庁から上記（１）イ掲記の保険証書（写し）の提示を受け，当

審査会においてその内容を確認したところ，氏名等，特定個人Ａ及び

特定個人Ｂの個人識別情報は記載されているものの，審査請求人の氏

名や審査請求人のことを指していると認められるような内容の記載は
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認められない。 

イ 被相続人の保険契約情報が，相続開始後，相続人を本人とする保有

個人情報といえるためには，相続人が当該契約上の地位を承継したこ

とを要するところ，上記第３の２（３）の諮問庁の説明に，不自然，

不合理な点はなく，審査請求人において，当該契約上の地位を承継し

たことを根拠付ける具体的な主張をしているわけでもないことから，

これを否定することはできない。 

ウ そうすると，本件対象保有個人情報１は，審査請求人を本人とする

保有個人情報に該当するものとは認められず，当該情報を不開示とし

たことは，妥当である。 

 ４ 本件対象保有個人情報２について 

 （１）本件対象保有個人情報２－１及び２－２について（原処分２の１及び

原処分２の２の関係） 

 ア 特定の妥当性 

（ア）諮問庁の説明 

      上記第３の３（１）ウ（ア）及び（エ）のとおりであり，当審査

会事務局職員をして確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下の

とおり補足して説明する。 

ａ ゆうちょ総合情報システムでは，機構が管理する郵便貯金（郵

政民営化に伴い，日本郵政公社から承継した，平成１９年９月

３０日以前に預け入れされた定期性の郵便貯金）のほか，ゆう

ちょ銀行が管理する貯金（通常郵便貯金及び同年１０月１日以

降に預け入れされた定期性の貯金）も包括して運用が行われて

いる。 

ｂ ゆうちょ総合情報システムにおける原簿内容データのうち，取

引履歴（定額定期取引履歴表）については，システム仕様書にお

いて，永年保有とされる一部のデータ（本人確認取引データ及び

権利消滅処理データ）を除き，１０年間保存することと定められ

ている。 

このほか，平成１７年４月以前に解約された貯金で，取引から

１０年以上経過しても保有することとしている長期保存取引デ

ータ（貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの，貯金証書

を紛失したまま払戻しをしたもの，及び相続により払戻しをし

たもの）に係る取引書類については，３０年～５０年間保存す

ることとされており，当該システムに保存されている当該デー

タがある場合，取引履歴データ（定額定期取引履歴表）として

出力される仕組みになっている。 

一方，貯金原簿については，ファイル整理条件書において，最



 27 

終処理日（解約日）から３年又は１０年が経過した際にデータ

を初期化することと定められている。 

ｃ 本件請求保有個人情報２（①及び②関係）及び３について，本

件開示請求を受けた際，機構からゆうちょ銀行に探索依頼を行い，

審査請求を受けた際も，再度ゆうちょ銀行に再調査を求めるとと

もに，機構においても，ゆうちょ銀行における探索方法に誤り等

がないか確認を行った。しかしながら，別紙２の２（１）及び

（２）に掲げる情報以外に，本件請求保有個人情報２（①及び②

関係）及び３に該当する保有個人情報を保有していないことを確

認した。 

（イ）検討 

当審査会において，諮問庁とゆうちょ銀行とが締結している郵便

貯金管理業務委託契約に係る資料並びに上記（ア）ｂ掲記のシステ

ム仕様書及びファイル整理条件書について，諮問庁から提示を受け

確認したところ，その内容は上記（ア）の説明のとおりであると認

められる。 

上記（ア）及び上記第３の３（１）ウ（エ）の諮問庁の説明に，

不自然，不合理な点はなく，探索の範囲等も，不十分であるとはい

えず，これを覆すに足る事情も認められない。 

      したがって，機構において，本件対象保有個人情報２－１及び２

－２以外に，本件請求保有個人情報２（①及び②関係）及び３に該

当する保有個人情報を保有しているとは認められない。 

イ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性 

（ア）相続貯金名義書換請求書（写し） 

  ａ 標記文書は，特定個人Ａを被相続人とする相続貯金名義書換請

求書（写し）であり，本件不開示維持部分には，代表相続人及び

代表相続人以外の相続人（審査請求人を除く。）の氏名，ふりが

な，郵便番号，住所，電話番号，生年月日，印影及び被相続人と

の続柄が記載されていることが認められる。 

  ｂ 諮問庁は，上記ａの本件不開示維持部分について，上記第３の

３（１）ウ（オ）ｄのとおり説明する。 

  ｃ これを検討するに，当該部分は，法１４条２号本文前段に規定

する開示請求者以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができる情報に該当するが，審査請求人と当該特定

の個人がいずれも特定被相続人の共同相続人であり，また，既に

開示されている内容からすると，審査請求人が既に承知している

情報又は容易に推測できる情報であって，慣行として知ることが

できる情報であると認められることから，同号ただし書イに該当
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する。 

    したがって，当該部分（別表「該当文書」の「オ」欄に対応す

る部分）は，法１４条２号に該当しないことから，開示すべきで

ある。 

（イ）定額郵便貯金証書（写） 

  ａ 標記文書は，特定個人Ａの定額郵便貯金証書の写しであり，本

件不開示維持部分には，当該貯金の受取人の氏名，住所，印影及

び特定個人Ａとの関係が記載されていることが認められる 

  ｂ 諮問庁は，上記ａの本件不開示維持部分について，上記第３の

３（１）ウ（オ）ｄのとおり説明する。 

  ｃ これを検討するに，当該部分は，法１４条２号本文前段に規定

する開示請求者以外の個人に関する情報であって，特定の個人を

識別することができる情報に該当するが，上記（ア）の文書にお

いて開示されている内容からすると，当該部分についても，審査

請求人が既に承知している情報又は容易に推測できる情報である

と認められる。 

そうすると，当該部分（別表「該当文書」の「カ」欄に対応す

る部分）は，上記（ア）ｃと同様の理由により，法１４条２号

に該当しないことから，開示すべきである。 

 （２）本件対象保有個人情報２－３について（審査請求人を本人とする保有

個人情報該当性（原処分２の３の関係）） 

   ア 諮問庁の説明 

諮問庁は，上記第３の３（１）ウ（カ）において，特定個人Ｂに関

する保有個人情報（別紙３の３に掲げる書類に記録された情報）の

中に，法定相続人である審査請求人の氏名等個人を識別することが

できる情報は記録されていないとし，また，相続人を本人とする個

人に関する情報となり得る被相続人の相続財産等に関する情報とは，

飽くまで，相続開始直前まで被相続人の財産であって，かつ，相続

開始以後は相続人の財産となる相続財産に関する情報であるところ，

本件不開示情報に係る貯金はいずれも名義人である被相続人が存命

中に払戻しを行ったものであり，死亡日以降も存続している貯金は

確認されなかったことから，相続財産となり得ないものであると説

明する。 

イ 検討 

諮問庁から別紙３の３に掲げる各書類の提示を受け，当審査会にお

いて，確認したところ，いずれにおいても審査請求人の氏名等同人

を識別することができる情報は記録されていない。また，諮問庁が

行った標記の本件請求保有個人情報に係る探索の範囲等（別紙４－
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３）も不十分であるとはいえず，特定個人Ｂの死亡日以降も存続し

ている貯金は確認されなかったとする諮問庁の説明に，不自然，不

合理な点はなく，これを覆すに足る事情も認められない。 

そうすると，本件請求保有個人情報２（③関係）について，上記の

特定個人Ｂに関する保有個人情報を，審査請求人を本人とする保有

個人情報であるとして法１２条１項による開示請求の対象とするこ

とはできないといわざるを得ない。 

したがって，当該情報は，審査請求人を本人とする保有個人情報に

該当するものとは認められず，不開示としたことは妥当である。 

（３）本件対象保有個人情報２－４について（原処分２の４の関係） 

  ア 保有の有無 

  （ア）諮問庁の説明 

     諮問庁は，本件対象保有個人情報２－４の９件のうち，特定記号

番号Ｄ及びＧないしＪについて，上記第３の３（１）ウ（キ）のと

おり，期間の経過等を理由に保有していない旨説明する。 

  （イ）検討 

上記第３の３（１）ウ（キ）の諮問庁の説明に不自然，不合理な

点はなく，これを覆すに足る事情も認められない。また，諮問庁が

行った本件請求保有個人情報２（特定記号番号Ｄ及びＧないしＪ関

係）に係る探索の範囲等（別紙４－４）も，不十分であるとはいえ

ない。 

 したがって，機構において，本件対象保有個人情報２－４（特定

記号番号Ｄ及びＧないしＪ関係）を保有しているとは認められない。 

イ 審査請求人を本人とする保有個人情報該当性 

  （ア）諮問庁の説明 

      諮問庁は，本件対象保有個人情報２－４の９件のうち，上記第３

の３（１）ウ（カ）及び別紙４－４のとおり，特定記号番号Ｆにつ

いては，事務処理上作成された原簿に係る審査請求人以外の情報で

あり，特定記号番号Ｂ，Ｃ及びＥについては，被相続人に関する情

報であって，審査請求人以外の個人に関する情報である旨説明する。 

  （イ）検討 

ａ 諮問庁から，特定記号番号Ｆについて，別紙４－４の５記載の

原簿照会票（写し）並びに特定記号番号Ｂ，Ｃ及びＥについて，

別紙４－４の６記載の預入申込書（写し）の提示を受け，当審査

会においてその内容を確認したところ，いずれにおいても審査請

求人の氏名や審査請求人のことを指していると認められるような

内容の記載は認められない。 

ｂ 上記第３の３（１）ウ（キ）の諮問庁の説明に不自然，不合理
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な点はなく，これを覆すに足る事情も認められない。また，諮問

庁が行った本件請求保有個人情報２（特定記号番号Ｆ関係）に係

る探索の範囲等（別紙４－４）も，不十分であるとはいえない。 

そうすると，特定記号番号Ｆについては，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当するものとは認められず，当該情報を

不開示としたことは，妥当である。 

ｃ 他方，特定記号番号Ｂ，Ｃ及びＥについては，被相続人に関す

る情報であるところ，当該情報について諮問庁は，上記第３の３

（１）ウ（カ）において，本件不開示情報に係る貯金はいずれも

名義人である被相続人が存命中に払戻しを行ったものであり，死

亡日以降も存続している貯金は確認されなかった旨説明しており，

かかる説明に不自然，不合理な点はなく，これを覆すに足る事情

も認められない。 

そうすると，上記（２）イと同様の理由により，当該情報は，

審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するものとは認め

られず，不開示としたことは妥当である。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

  審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

６ 本件各決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求に対し，本件対象保

有個人情報１につき，法１２条１項に規定する審査請求人を本人とする保

有個人情報に該当しないとして不開示とし，本件対象保有個人情報２－１

及び２－２を特定し，その一部を法１４条２号に該当するとして不開示と

し，本件対象保有個人情報２－３及び２－４につき，その一部を同項に規

定する審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しない，又は保有して

いないとして不開示とした各決定については，本件対象保有個人情報１は，

審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められないので，

不開示としたことは妥当であり，本件対象保有個人情報２のうち，別紙２

の２（１）及び（２）に掲げる情報について，機構において，本件対象保

有個人情報２－１及び２－２の外に開示請求の対象として特定すべき保有

個人情報を保有しているとは認められないので，これを特定したことは妥

当であり，本件対象保有個人情報２－３及び２－４は，審査請求人を本人

とする保有個人情報に該当するとは認められず，また，機構において当該

情報を保有しているとは認められないので，不開示としたことは妥当であ

るが，本件対象保有個人情報２－２のうち，諮問庁が同号に該当するとし

てなお不開示とすべきとしている部分は，同号に該当せず，開示すべきで

あると判断した。 
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（第１部会） 

  委員 合田悦三，委員 木村琢麿，委員 中村真由美 
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別紙１ 本件請求保有個人情報 

 

１ 簡易保険契約について 

下記の名前（保険契約者，被保険者，受取人等）の平成５年から平成２９

年５月までの，保険の契約内容（保険種類，保険金額又は年金額，保険金支

払日・効力発生日等）について教えて下さい。 

 ①名前  審査請求人 特定年月日Ｂ生 

住所  特定住所Ａ 

特定住所Ｂ特定個人Ａ方 

特定住所Ｃ 

②名前  特定個人Ａ（被相続人） 特定年月日Ｃ生 

  住所  特定住所Ｂ 

      特定住所Ｄ 

③名前  特定個人Ｂ（被相続人） 特定年月日Ｄ 

  住所  特定住所Ｂ 

      特定住所Ｄ 

 

２ 定額定期貯金について 

下記の者の平成５年から平成２９年５月までの定額定期貯金（記号番号・

契約日・解約日・金額等の内容）を教えて下さい。 

 ①名義人  審査請求人 特定年月日Ｂ生 

住所   特定住所Ａ 

特定住所Ｂ特定個人Ａ方 

特定住所Ｃ 

②名義人  特定個人Ａ（被相続人） 特定年月日Ｃ生 

  住所   特定住所Ｂ 

       特定住所Ｄ 

③名義人  特定個人Ｂ（被相続人） 特定年月日Ｄ 

  住所   特定住所Ｂ 

       特定住所Ｄ 

 

○ なお，定額定期貯金の中には一部，記号番号と払い出し日（括弧書き）

だけ書かれているものがあります。特定個人Ａ，特定個人Ｂどちらの名義の

ものか等，内容は全く分かりません。これらが本当に存在し，その日に解約

されたのかも確認したいと思います。 

 ・特定記号番号Ａ（○年○月） 

 ・特定記号番号Ｂ（○年○月） 

 ・特定記号番号Ｃ（同上） 
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 ・特定記号番号Ｄ（○年○月） 

 ・特定記号番号Ｅ（同上） 

 ・特定記号番号Ｆ（同上） 

 ・特定記号番号Ｇ（総合通帳内定額貯金） 

 ・特定記号番号Ｈ（○年○月） 

 ・特定記号番号Ｉ（○年○月） 

 ・特定記号番号Ｊ（○年○月） 

  

３ 特定個人Ａ（被相続人）の相続手続で提出した「相続貯金名義書換請求

書」及び証拠書等の写し 

  平成１６年３月か４月に提出され，４月２０日頃に，相続人代表者の口座

に解約金が振込まれたとされています。 

  この書類には，審査請求人も相続人として署名・押印しています。 
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別紙２ 本件対象保有個人情報 

 

１ 本件対象保有個人情報１（原処分１の関係） 

別紙１の１（②及び③の関係）に掲げる開示請求に係る保有個人情報 

 

２ 本件対象保有個人情報２（原処分２の１ないし原処分２の４の関係） 

（１）別紙１の２（①の関係）に掲げる開示請求に係る保有個人情報として，

以下の文書に記録された保有個人情報 

 ア マイクロフィルム検索リスト 

 イ 定額定期取引履歴表 

 ウ 定額郵便貯金預入申込書（写） 

 エ 目検リスト（記号番号検索） 

（２）別紙１の２（②の関係）及び同１の３に掲げる開示請求に係る保有個人

情報として，以下の文書に記録された保有個人情報 

 ア マイクロフィルム検索リスト 

 イ 定額定期取引履歴表 

 ウ 定額郵便貯金預入申込書（写） 

  エ 目検リスト（記号番号検索） 

  オ 相続貯金名義書換請求書（写） 

  カ 定額郵便貯金証書（写） 

（３）別紙１の２（③の関係）に掲げる開示請求に係る保有個人情報 

（４）別紙１の２（特定記号番号Ａないし同Ｊのうち，特定記号番号Ａを除く

９件の郵便貯金の関係）に掲げる開示請求に係る保有個人情報 
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別紙３ 開示請求内容に合致した機構保有個人情報の概要 

 

１ 審査請求人名義の定額郵便貯金（特定記号番号Ｋ） 

 書類の名称 書類の概要 

ア マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

【書類の説明】 

貯金口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を

調査するため，上記の記号番号で検索し，ゆうちょ総

合情報システムから出力されたリスト 

【書類に記録されている内容】 

 機構第１３９８号の１により開示した書類と同じ 

イ 定額定期取引

履歴表 

【書類の説明】 

上記の記号番号に係る預入，払戻及び住所変更など

の各種届出など，当該記号番号の貯金原簿にアクセス

された全ての取引履歴を照会した時に，ゆうちょ総合

情報システムから出力されたリスト 

 注：取引履歴については，原則として照会日から過

去１０年間のデータを保有しているが，本人確認

取引や相続による払戻など，一部の取引に限り１

０年以上データを保有することとしている 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の１により開示した書類と同じ

（当該取引は平成１８年８月２２日に行われた本人確

認取引であり，１０年以上データを保有しているも

の） 

ウ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記の定額郵便貯金を預入した際に記名押印した書

類であり，預入後，マイクロフィルム撮影を行ってい

るため，上記アのマイクロフィルム検索リストにより

マイクロフィルムの番号を特定し，当該預入申込書が

撮影された部分を，マイクロフィルム投影機からプリ

ントアウトしたもの 

注：マイクロフィルム撮影をした定額郵便貯金預入

申込書（紙媒体の現物）は，撮影後一定期間保存

し，廃棄している 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の１により開示した書類と同じ

（ゆうちょ銀行は定額郵便貯金預入申込書の裏面撮影
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部分も機構に提出しているが，裏面部分に情報の記載

がないため，開示対象外としたもの） 

エ 目 検 リ ス ト

（記号番号検

索） 

【書類の説明】 

払戻済の定額・定期郵便貯金を調査するため，郵便

番号及び氏名で検索し，ゆうちょ総合情報システムか

ら出力されたリスト 

 注：ゆうちょ総合情報システムでは，当機構が管理

する郵便貯金（平成１９年９月３０日以前に預入

された定期性の郵便貯金）のほか，ゆうちょ銀行

が管理する貯金（通常貯金や平成１９年１０月１

日以降に預入された定期性の貯金）も包括して運

用が行われている。このため，１枚のリストに機

構が管理する定期性の郵便貯金と，ゆうちょ銀行

が管理する定期性の貯金が混在して出力される場

合がある。 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の１により開示した書類と同じ

（マスキングはゆうちょ銀行が施したもの） 

 

 

２ 特定個人Ａ名義の定額郵便貯金（特定記号番号Ａ） 

 書類の名称 書類の概要 

ア マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

 機構第１３９８号の２により開示した書類と同じ 

イ 定額定期取引

履歴表 

【書類の説明】 

上記１イと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の２により開示した書類と同じ

（当該取引は平成１６年４月２０日に行われた相続に

よる払戻取引であり，１０年以上データを保有してい

るもの） 

ウ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の２により開示した書類と同じ 
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エ 目 検 リ ス ト

（記号番号検

索） 

【書類の説明】 

上記１エと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

機構第１３９８号の２により開示した書類と同じ

（マスキングはゆうちょ銀行が施したもの） 

オ 相続貯金名義

書 換 請 求 書

（写） 

【書類の説明】 

特定個人Ａ（被相続人）の相続手続で提出された書

類 

【書類に記録されている内容】 

当機構においてマスキングを施した部分には代表相

続人の住所，氏名，被相続人との続柄，生年月日及び

印影，代表相続人以外の相続人の住所，氏名，被相続

人との続柄，電話番号及び印影が記載されており，そ

れ以外の部分は機構第１３９８号の２により開示した

書類と同じ（郵便貯金の明細欄のマスキングはゆうち

ょ銀行が施したもの） 

カ 定額郵便貯金

証書（写） 

【書類の説明】 

上記２の定額郵便貯金を払い戻した際に記名押印し

た書類 

【書類に記録されている内容】 

 機構においてマスキングを施した部分には代表相続

人の住所，氏名及び印影が記載されており，それ以外

の部分は機構第１３９８号の２により開示した書類と

同じ 

 

 

３ 特定個人Ｂ名義の定額・定期郵便貯金 

 書類の名称 書類の概要 

ア 担保定額定期

原 簿 照 会 票

（ Ｃ Ｍ Ｆ 担

定） 

【書類の説明】 

担保定額・定期郵便貯金（※）の原簿内容を照会し

た時に，ゆうちょ総合情報システムから出力されたリ

スト 

（※）担保定額・定期郵便貯金とは，通常貯金の払戻

請求があった際，その現在高が不足するような場合

に，その預入金を以て自動貸付を行うための担保と

するために預入する定額・定期郵便貯金である。通

常貯金通帳の担保明細欄に預入されるため，記号番
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号は通常貯金の記号番号と同じとなる。 

【書類に記録されている内容】 

 ① 記号番号 

  記号番号Ａ（略）※個人情報に該当するため。な

お，明細は６件あり，記号番号の識別用に便宜ア

ルファベットを付定している。以下同じ。 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 

③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

イ 基本明細原簿

照 会 票 （ 通

常・顧客） 

【書類の説明】 

上記アの担保定額・定期郵便貯金が預入された通常

貯金の原簿内容を照会（※）した時に，ゆうちょ総合

情報システムから出力されたリスト 

（※）担保定額・定期郵便貯金の住所氏名情報は，同

一記号番号の通常貯金の原簿に登録されているた

め。なお，担保定額・定期郵便貯金の預入申込書

は，マイクロフィルム撮影の対象外であり，廃棄済

みである。 

【書類に記録されている内容】 

 ① 記号番号 

  記号番号Ａ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

ウ マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｂ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 

③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 
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エ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｂ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

オ マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｃ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 

③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

カ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｃ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

キ マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｄ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 

③ その他 
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  その他（略）※個人情報に該当するため 

ク 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｄ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

ケ マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｅ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 

③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

コ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｅ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

サ マイクロフィ

ルム検索リス

ト 

 

【書類の説明】 

上記１アと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｆ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 払戻年月日 

  払戻年月日（略）※特定個人Ｂの生前の払戻年月

日のため 
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③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

シ 定額郵便貯金

預 入 申 込 書

（写） 

 

【書類の説明】 

上記１ウと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

① 記号番号 

  記号番号Ｆ（略）※個人情報に該当するため 

 ② 住所氏名 

  住所氏名（略）※個人情報に該当するため 

 ③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 

ス 目 検 リ ス ト

（記号番号検

索） 

【書類の説明】 

上記１エと同旨のため略 

【書類に記録されている内容】 

 ① 郵便番号，氏名 

  特定郵便番号Ａ，特定個人Ｂ 

 ② 記号番号 

  記号番号Ｂ（略）※個人情報に該当するため 

記号番号Ｃ（略）※個人情報に該当するため 

記号番号Ｄ（略）※個人情報に該当するため 

記号番号Ｅ（略）※個人情報に該当するため 

記号番号Ｆ（略）※個人情報に該当するため 

③ その他 

  その他（略）※個人情報に該当するため 
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別紙４－１ 

 

開示請求書別紙（補正後）１①に記載された名義人審査請求人に係る探索方法

の確認結果の概要 

 

注：ゆうちょ総合情報システムでは，機構が管理する郵便貯金（平成１９年

９月３０日以前に預入された定期性の郵便貯金。以下「旧勘定貯金」とい

う。）のほか，ゆうちょ銀行が管理する貯金（通常貯金や平成１９年１０

月１日以降に預入された定期性の貯金。以下「新勘定貯金」という。）も

包括して運用が行われている。このため，検索（照会）を行ったリスト

（書類）には旧勘定貯金の情報のほか，新勘定貯金の情報も出力（記載）

される場合がある。このため，審査請求を受けてゆうちょ銀行から取り寄

せたリスト（書類）については，新勘定貯金の情報部分は，ゆうちょ銀行

がマスキングを施したものとなっている。よって，当該マスキング部分に

は旧勘定貯金の情報（機構保有個人情報）はないことを前提として，機構

での確認を行っている。 

 

１ 以下の郵便番号及び氏名で現存残高検索（検索条件は郵便番号７桁と漢字

氏名）を行い，調査日時点で未払いの貯金の記号番号等の内容を調査してい

るが，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

  （略） 

  ※ 審査請求人は，審査請求書で旧姓もあげて開示請求していると主張す

るが，開示請求書別紙（補正後）１①に記載された名義人欄に旧姓の記

載はないため，「審査請求人」名義で調査を行っている（以下同じ）。 

２ 以下の郵便番号及び氏名で基本明細照会（検索条件は郵便番号冒頭３桁と

カナ氏名）を行い，担保定額・定期郵便貯金に紐づく通常貯金の記号番号等

の内容を調査しているが，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

 （略） 

３ 以下の郵便番号及び氏名で記号番号検索（検索条件は郵便番号冒頭３桁ま

たは５桁と漢字氏名またはカナ氏名）を行い，調査日時点で払戻済の定額・

定期郵便貯金の記号番号等の内容を調査しているが，旧勘定貯金の情報が印

字されたものは下記４のリスト１枚のみであった。 

 （略） 

４ 旧勘定貯金の情報が印字されたのは，「特定郵便番号Ｂ 審査請求人」で

検索を行ったものであり，出力された「目検リスト（記号番号検索）」には

２件の記号番号等の情報が印字されていた。 

 （略） 

５ 記号番号Ｇの口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，
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記号番号Ｇで検索したが，「該当するレコードが存在しません」とエラーメ

ッセージが出て，マイクロフィルム検索リストは出力されなかった。 

  注：定額・定期郵便貯金の預入申込書について，マイクロフィルム撮影を

開始した具体的な年月については，当時の資料等が現存していないため

不明であるが，平成１１年頃に開始した模様である。なお，マイクロフ

ィルム撮影は，預入と同時には行われず，順次撮影作業が行われたため，

撮影作業前に払い戻された定額・定期郵便貯金の預入申込書については，

マイクロフィルム撮影は行われていない。この場合「該当するレコード

が存在しません」というエラーメッセージが表示されることとなる。 

    なお，撮影作業前に払い戻された定額・定期郵便貯金の預入申込書

（紙情報）の保存期間は１年であり，保有期間を経過している。 

６ 記号番号Ｇの原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票（一般単票式）」

及び「定額定期取引履歴表」を出力したが，原簿内容データを長期（払戻後

３０年～５０年）保存とする以下の取扱いがなされたものではなかったこと

から，保有期間経過により，原簿内容データは残されていなかった。 

（１）貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの 

（２）貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

（３）相続により払戻しをしたもの 

７ 上記６のとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，紙

情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証のもの）の保有期間は５年で

あり，保有期間を経過している。 

８ 以上により，開示請求内容に合致した機構保有個人情報（別紙３，１項）

以外に名義人審査請求人の機構保有個人情報がないことを機構において確認

した。 
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別紙４－２ 

 

開示請求書別紙（補正後）１②に記載された名義人特定個人Ａ（被相続人）の

保有個人情報，開示請求書別紙（補正後）２に記載された特定個人Ａ（被相続

人）の相続手続で提出した「相続貯金名義書換請求書」及び証拠書等の写しに

係る探索方法の確認結果の概要 

 

１ 以下の郵便番号及び氏名で現存残高検索（検索条件は郵便番号７桁と漢字

氏名）を行い，調査日時点で未払いの貯金の記号番号等の内容を調査してい

るが，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

 （略） 

２ 以下の郵便番号及び氏名で基本明細照会（検索条件は郵便番号冒頭３桁と

カナ氏名）を行い，担保定額・定期郵便貯金に紐づく通常貯金の記号番号等

の内容を調査しているが，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

（略） 

３ 以下の郵便番号及び氏名で記号番号検索（検索条件は郵便番号冒頭３桁ま

たは５桁と漢字氏名またはカナ氏名）を行い，調査日時点で払戻済の定額・

定期郵便貯金の記号番号等の内容を調査しているが，旧勘定貯金の情報が印

字されたものは下記４のリスト１枚のみであった。 

（略） 

４ 旧勘定貯金の情報が印字されたのは，「特定郵便番号Ａ 特定個人Ａ」で

検索を行ったものであり，出力された「目検リスト（記号番号検索）」には

２件の記号番号等の情報が印字されていた。 

 （略） 

５ 記号番号Ｈの口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，

記号番号Ｈで検索したが，「該当するレコードが存在しません」とエラーメ

ッセージが出て，マイクロフィルム検索リストは出力されなかった。 

６ 記号番号Ｈの原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票（一般単票式）」

及び「定額定期取引履歴表」を出力したが，原簿内容データを長期（３０年

～５０年）保存とする以下の取扱いがなされたものではなかったことから，

保有期間経過により，原簿内容データは残されていなかった。 

（１）貯金証書を再発行後に払戻しをしたもの 

（２）貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

（３）相続により払戻しをしたもの 

７ 上記６のとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，紙

情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証のもの）の保有期間は５年で

あり，保有期間を経過している。 

８ 以上により，開示請求内容に合致した機構保有個人情報（別紙３，２項）
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以外に名義人特定個人Ａの機構保有個人情報がないことを機構において確認

した。 
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別紙４－３ 

 

開示請求書別紙（補正後）１③に記載された名義人特定個人Ｂ（被相続人）に

係る探索方法の確認結果の概要 

 

１ 以下の郵便番号及び氏名で現存残高検索（検索条件は郵便番号７桁と漢字

氏名）を行い，調査日時点で未払いの貯金の記号番号等の内容を調査してい

るが，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

 （略） 

２ 以下の郵便番号及び氏名で基本明細照会（検索条件は郵便番号冒頭３桁と

カナ氏名）を行い，担保定額・定期郵便貯金に紐づく通常貯金の記号番号等

の内容を調査しているが，記号番号Ａ（別紙３，３項の記号番号Ａと同じ）

以外に，旧勘定貯金の情報が印字されたものはなかった。 

（略） 

３ 以下の郵便番号及び氏名で記号番号検索（検索条件は郵便番号冒頭３桁ま

たは５桁と漢字氏名またはカナ氏名）を行い，調査日時点で払戻済の定額・

定期郵便貯金の記号番号等の内容を調査しているが，旧勘定貯金の情報が印

字されたものは下記４のリスト１枚のみであった。 

 （略） 

４ 旧勘定貯金の情報が印字されたのは，「特定郵便番号Ａ 特定個人Ｂ」で

検索を行ったものであり，出力された「目検リスト（記号番号検索）」には

１６件の記号番号等の情報が印字されていた。 

 （略） 

５ 記号番号Ｉ～Ｓの口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査する

ため，記号番号Ｉ～Ｓで検索したところ，記号番号Ｌ～Ｓの８件については，

「該当するレコードが存在しません」とエラーメッセージが出て，マイクロ

フィルム検索リストは出力されなかった。 

また，記号番号Ｉ～Ｋの３件については，マイクロフィルム検索リストが

出力され，同リストによりマイクロフィルムの番号を特定し，当該預入申込

書が撮影された部分を，マイクロフィルム投影機からプリントアウトしたが，

開示請求者以外の第三者の預入申込書であった。 

注：定額・定期郵便貯金の記号番号は，払戻後，一定期間が経過するとシ

ステム上のファイルが整理され，再利用（リサイクル）される。このた

め，上記第三者の預入申込書は記号番号を再利用（リサイクル）した後

の預入申込書であり，記号番号再利用前に預入された特定郵便番号Ａ 

特定個人Ｂの預入申込書のマイクロフィルム検索リストは出力されなか

った。 

なお，撮影作業前に払い戻された定額・定期郵便貯金の預入申込書
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（紙情報）の保存期間は１年であり，保有期間を経過している。 

６ 記号番号Ｉ～Ｓの原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票（一般単票

式）」及び「定額定期取引履歴表」を出力したが，原簿内容データを長期

（払戻後３０年～５０年）保存とする以下の取扱いがなされたものではなか

ったことから，保有期間経過により，原簿内容データは残されていなかった。 

（１）貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの 

（２）貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

（３）相続により払戻しをしたもの 

７ 上記６のとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，紙

情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証のもの）の保有期間は５年で

あり，保有期間を経過している。 

８ 以上により，開示請求内容に合致した機構保有個人情報（別紙３，３項）

以外に名義人特定個人Ｂの機構保有個人情報がないことを当機構において確

認した。 
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別紙４－４ 

 

開示請求書別紙（補正後）に列記された特定記号番号Ａを除く９件の郵便貯金

に係る探索方法の確認結果の概要 

 

１ 特定記号番号Ｉ及び特定記号番号Ｊについて 

ア 口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，上記各記

号番号で検索したが，「該当するレコードが存在しません」とエラーメッ

セージが出て，マイクロフィルム検索リストは出力されなかった。 

イ 上記各記号番号の原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票（一般単票

式）」及び「定額定期取引履歴表」を出力したが，原簿内容データを長期

（払戻後３０年～５０年）保存とする以下の取扱いがなされたものではな

かったことから，保有期間経過により，原簿内容データは残されていなか

った。 

  ａ 貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの 

  ｂ 貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

  ｃ 相続により払戻しをしたもの 

ウ 上記イのとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，

紙情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証）の保有期間は５年であ

り，保有期間を経過している。 

エ よって，上記各記号番号の貯金は，紙情報の定額・定期郵便貯金証書

（払戻金受領証のもの）及び原簿内容データが保有期間を経過しており，預

入申込書のマイクロフィルム撮影をしていないものである。 

２ 特定記号番号Ｈについて 

ア 口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，特定記号

番号Ｈで検索したところ，マイクロフィルム検索リストが出力され，同リ

ストによりマイクロフィルムの番号を特定し，当該預入申込書が撮影され

た部分を，マイクロフィルム投影機からプリントアウトしたが，開示請求

者以外の第三者の預入申込書であった。 

イ 特定記号番号Ｈの原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票（一般単票

式）」及び「定額定期取引履歴表」を出力したが，記号番号再利用前に預

入された貯金は，原簿内容データを長期（払戻後３０年～５０年）保存と

する以下の取扱いがなされたものではなかったことから，保有期間経過に

より，原簿内容データは残されていなかった。 

  ａ 貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの 

  ｂ 貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

  ｃ 相続により払戻しをしたもの 

ウ 上記イのとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，
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紙情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証）の保有期間は５年であ

り，保有期間を経過している。 

エ よって，特定記号番号Ｈの貯金は，紙情報の定額・定期郵便貯金証書

（払戻金受領証のもの）及び原簿内容データが保有期間を経過しており，

記号番号再利用前の預入申込書のマイクロフィルム撮影をしていないもの

である。 

３ 特定記号番号Ｇについて 

ア 特定記号番号Ｇの原簿内容を照会し，「通常原簿照会票」及び「担保定

額定期原簿照会票（ＣＭＦ担定）」を出力したが，原簿内容データを長期

（払戻後３０年～５０年）保存とする以下の取扱いがなされたものではな

かったことから，保有期間経過により，原簿内容データは残されていなか

った。 

  ａ 貯金証書を再発行した後に払戻しをしたもの 

  ｂ 貯金証書を紛失したまま払戻しをしたもの 

  ｃ 相続により払戻しをしたもの 

イ 上記アのとおり，原簿内容データが長期保存となっていないことから，

紙情報の定額・定期郵便貯金証書（払戻金受領証）の保有期間は５年であ

り，保有期間を経過している。 

ウ よって，特定記号番号の貯金は，紙情報の定額・定期郵便貯金証書（払

戻金受領証のもの）及び原簿内容データが保有期間を経過しており，担保

定額・定期郵便貯金の預入申込書はマイクロフィルム撮影の対象外のため，

撮影をしていないものである。 

４ 特定記号番号Ｄについて 

口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，特定記号番

号Ｄで検索したところ，「記号及び番号のＣＤチェックでエラーが発生しま

した」とエラーメッセージが出て，マイクロフィルム検索リストは出力され

なかった。 

注：チェックデジット（ＣＤ）とは，数字列の誤りを検知するために付加

される検査用の数字のことであり，各桁の値に一定の規則に従った係数

を乗じた値の和を求め，それを定められた係数で割った余りを末尾に付

加する方法である。元の番号の数字が少しでも違っているとチェックデ

ジットが全く異なる値になるため，誤りを検出することができる。 

よって，ＣＤチェックでエラーとなった特定記号番号Ｄはいずれかの数字

に誤りがあり，存在しない記号番号ということになる。 

５ 特定記号番号Ｆについて 

ア 口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，上記各記

号番号で検索したが，「該当するレコードが存在しません」とエラーメッ

セージが出て，マイクロフィルム検索リストは出力されなかった。 
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 イ 特定記号番号Ｆの原簿内容を照会し，「定額定期原簿照会票」を出力し

たところ，「予刷・登録待」の貯金原簿であった。 

   注：予刷・登録待の原簿とは，事務処理上作成された原簿であり，当該

貯金原簿に開示請求者の情報はない。 

 ウ よって，特定記号番号Ｆの貯金は，開示請求者以外の情報である。 

６ 特定記号番号Ｂ，特定記号番号Ｃ及び特定記号番号Ｅについて 

 ア 口座に紐づいているマイクロフィルムの番号を調査するため，上記各記

号番号で検索したところ，マイクロフィルム検索リストが出力された。 

  【書類に記録されている内容】 

   ① 記号番号 

     特定記号番号Ｂ，特定記号番号Ｃ及び特定記号番号Ｅ 

   ② 払戻年月日 

     払戻年月日（略）※いずれも被相続人の生前の払戻年月日のため 

③ その他 

     その他（略）※いずれも個人情報に該当するため 

イ マイクロフィルム検索リストによりマイクロフィルムの番号を特定し，

当該定額郵便貯金預入申込書が撮影された部分を，マイクロフィルム投影

機からプリントアウトした。 

  【書類に記録されている内容】 

   ① 記号番号 

     特定記号番号Ｂ，特定記号番号Ｃ及び特定記号番号Ｅ 

   ② 住所氏名 

     住所氏名（略）※いずれも個人情報に該当するため 

③ その他 

     その他（略）※いずれも個人情報に該当するため 

ウ よって，上記各記号番号の貯金は，被相続人に関する機構保有個人情報

であり，開示請求者以外の個人に関する情報である。 
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別紙５（意見書１） 

 

１ 令和４年（独個）諮問第５０１１号 

（１）諮問庁の貴審査会への諮問の経緯 

令和４年 

５月１４日：機構から同月１１日付「審査会への諮問について（通知）」

（機構第１９０号の２）が簡易書留郵便で届く。 

※ 諮問日：同月１０日，諮問番号：令和４年（独個）諮問第５０１１

号で，諮問内容は「審査請求書」の「第２審査請求する理由」の１

だけだった。 

※ 令和４年（独個）諮問第５０１１号の「審査請求の趣旨」には「令

和３年９月１日付保有個人情報開示請求書（９月３日に機構に到達：

特定郵便記録）が，同年１０月２９日に受付けられていることについ

て，法が定める開示決定等の期限を超えてなされたものであり，期限

内に開示決定等を行わなかったことは，不作為に該当する」と記載さ

れている。 

５月１５日：機構から同月１３日付「審査会への諮問について（通知）」

（機構第２１３号）が簡易書留郵便で届く。 

※ 諮問日：同月１２日，諮問番号：令和４年（独個）諮問第５０１２

号で，諮問内容は「審査請求書」の「第２審査請求する理由」の６だ

けだった。 

５月１６日：機構に電話。 

※ 審査会に諮問したという通知書が複数届いたので確認したところ，

審査請求書を，担当ごとの情報公開窓口・保険部業務課・貯金部業務

課の３つに分けて諮問しているという，驚くべき回答がある。 

５月１９日：審査会事務局（職員Ａ）に電話。 

※ 貯金部業務課担当分の諮問通知書が届かないので，聞いてみる。ま

た，私は審査請求書を１通で出しているので，それを３つに分割して

いるのか，審査請求書がどのような形で提出されているのかを聞いた

ところ，何故そのようなことを聞くのかと，なかなか教えてくれなか

った。自分の審査請求書がどのような形になっているのか，知りたい

と思うのは当然でしょうと言うと，はじめて調べてみますとのことで，

審査請求書と添付資料は３つに分けられたり，黒塗りされたりはして

おらず，同じものがそれぞれに全部ついていますとの回答だった。 

５月１９日：機構の職員Ｂに電話。 

※ 審査会事務局の回答がどうしても腑に落ちなかったことから，審査

請求書は１通で提出しているが，開示請求書と同じような方法で３つ

に分けて諮問しているのか確認したところ，開示請求書と同じように
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１通の審査請求書と添付資料を３つに分け，関係ない箇所は黒塗りに

しているということだった。 

（審査会事務局が機構を庇うため嘘を言っているのには大変驚いた。）

また貯金部業務課担当分の通知書は昨日（１８日）簡易書留で郵送し

たとのこと。 

５月２０日：機構から同月１８日付「審査会への諮問について（通知）」

（機構第２１４号の２）が簡易書留郵便で届く。 

※ 諮問日：同月１３日，諮問番号：令和４年（独個）諮問第５０１３

号で，諮問内容は「審査請求書」の「第２審査請求する理由」の２～

５に該当するもののようであった。 

※ この貯金部業務課担当分の諮問通知書をみると，通知書の「３の

（３）審査請求の趣旨」が，私が提出した審査請求書の「第２審査請

求する理由」の番号に添うものではなく，開示請求書の番号に従って

「３の（３）審査請求の趣旨」が組まれている。通知書の「１」に記

載されている開示請求書の番号に従って「３の（３）審査請求の趣

旨」が記載されていて，私の審査請求書のことには全く触れられてい

ない。 

通知書の「１」の記載には「開示請求書別紙（補正後）１」しかな

く，別紙（補正後）２」の「特定個人Ａ（被相続人）の相続手続で

提出した『相続貯金名義書換請求書』及び証拠書等の写し」の記載

が無い。「３の（３）審査請求の趣旨」から，私が提出した審査請

求書の「第２の３の（３）と（４）」の部分が無く，諮問から削除

されていることがわかった。 

５月２０日：機構の職員Ｂに電話。 

※ 「相続貯金名義書換請求書」等に関する事項が諮問事項から明らか

に抜けているので，諮問事項を追加するか諮問をやり直すように要請

したところ，職員Ｂはすぐ事情を飲み込めたようで，調べて回答しま

すということだった。 

５月２０日：機構の職員Ｂから電話。 

※ 同日午後５時過ぎに職員Ｂから電話があり，突然一転して，諮問事

項に漏れはないというので，当方は上記説明を繰り返し，どうして漏

れがないと言えるのか説明を求めても，漏れはないので審査会への諮

問の追加も訂正もしないということだった。 

また，審査会から意見を聞くことになっているので，その時，意見

として言ってくださいとのこと。 

５月１９日の審査請求書の分割の話から考えても，審査会事務局と

は話ができているようだ。 

５月３０日：審査会から同月２６日付「理由説明書の写しの送付及び意見
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書又は資料の提出について（通知）」（情個審第１６４７

号）が特定記録郵便で届く。 

※ 「通知書（情個審第１６４７号）」の令和４年（独個）諮問第５０

１１号の「事件名」が，「本人が相続人である特定被相続人に係る定

額定期貯金の内容が分かる文書等の一部開示決定に関する件」となっ

ている。５月１４日に機構からと届いた諮問通知書（機構第１９０号

の２）の「審査請求の趣旨」と全く異なっている。また，一緒に送ら

れてきた諮問第５０１１号の「理由説明書」の内容とも全く異なって

いる。機構からの諮問通知書（機構第１９０号の２）の「審査請求の

趣旨」と，諮問第５０１１号の「理由説明書」とは，内容が一致して

おり，私の「審査請求書」の「第２の１」とも一致している。 

つまり，審査会からの諮問第５０１１号の「事件名」だけが，内容

が全く異なっているという状況である。しかも，「事件名」の内容，

諮問第５０１３号の「事件名」の内容と全く同じになっている。５

月１６日の機構の電話での回答で，「審査請求書を，担当ごとの情

報公開窓口。保険部業務課。貯金部業務課の３つに分けて諮問して

いる」というのに，第５０１１号の「事件名」と第５０１３号の

「事件名」の内容が全く同一ということは，ありえないことであり，

とても不自然である。 

※ また，「通知書（情個審第１６４７号）」の諮問第５０１３号の

「事件名」は，「本人が相続人である特定被相続人に係る定額定期貯

金の内容が分かる文書等の一部開示決定に関する件」となっており，

「本人に係る定額定期貯金の内容が分かる文書等の一部開示決定に関

する件」が含まれていない。私の「審査請求書」の「第２の２」の

「審査請求人に関するもの」の部分が諮問されていないことになる。 

５月３１日：午前中，審査会事務局（職員Ｂ）に電話。 

※ 審査会から届いた通知書（情個審第１６４７号の「事件名」はどの

ようにつけているのか聞いたところ，審査会事務局が，機構から送ら

れてきた「理由説明書」を読んでつけているとのこと。 

そこで，審査会から届いた通知書の諮問第５０１１号の「事件名」

の内容が，同号の「理由説明書」の内容と全く違うこと，また，諮

問第５０１３号の「事件名」の内容と全く同一であることは，有り

得ないのでと聞いてみた。「そういうことは意見書に書いて下さ

い」とのことで，それでは，機構が審査会に送った諮問書のコピー

を郵便代・コピー代は負担するので，送って欲しいと依頼した。し

かし，諮問書は審査会から送ることはできないので，諮問庁である

機構に頼んで下さいとのこと。（何故諮問庁が提出した理由説明書

は送れるのに諮問書は送れないのか，法的根拠があるとは思えない
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ので不思議である。） 

諮問第５０１１号の「事件名」の内容が「理由説明書」の内容と一

致しないのは何故かと聞いても，「そういうことは意見書に書いて

下さい」と繰り返すので，「事件名」と「理由説明書」の内容が一

致していることが，意見書を提出する大前提なので，一致の確認が

是非必要であると強く言ったところ，ようやく調べて回答するとい

うことになった。この時点では，単に「事件名」の書き間違いかと

思っていた。 

５月３１日：午後，審査会事務局（職員Ｂ）より電話。 

※ 諮問第５０１１号の「事件名」と「理由説明書」の内容の確認の回

答を求めていたのに，審査会事務局職員Ｂは諮問書が３つに分かれて

いることについて延々と話を続け，電話を切ろうとした。あわてて本

来の第５０１１号の話はどうなったのか聞いたところ，驚くべきこと

に，確認したが諮問第５０１１号の「事件名」は正しいもので，「理

由説明書」の内容とも一致しているとの回答であった。 

「事件名」と「理由説明書」を読み比べてみれば誰でもわかるよう

に，明らかに内容は一致していない。 

内容が一致していると言うことは，もしかしたら審査会事務局にあ

る「理由説明書」と，私に送られている「理由説明書」が違うので

はないかと思い，そのように言った。（審査会事務局から送られて

きた封筒は，非常識にも，マスキングテープのような跡を残さず簡

単に剥がせるテープだけで封がしてあって，中の入替も可能な状態

であった。） 

審査会事務局（職員Ｂ）が「私が読んで，私が送っているのだか

ら」というので，「理由説明書」の一部の読み合わせをして確認を

したいと思い，「はじめから読み合わせを・・・」と言ったところ

で，審査会事務局（職員Ｂ）私の発言を封じ込めるように，かぶせ

て別の話をしはじめ，私はそれ以上言う機会を奪われてしまった。 

審査会事務局（職員Ｂ）は都合が悪くなると，「あなたとこれ以上

話を続け，時間をかけても仕方がないので，電話を切ります」云々

と何度か言われた。 

また，「第５０１１号の『事件名』と第５０１３号の『事件名』が

同一で変だとあなたは言うが，審査請求書は一つで同じなのだから，

そういうことがあっても何も変なことではありません」と，訳のわ

からぬことを言って電話を切られた。 

こちらの主張を封じようとしていることは明らかである。 

５月３１日：その後，確認のため，機構の情報公開窓口の職員Ｂに電話。 

※ 諮問書は機構から貰うようにと審査会事務局に言われたので，コピ
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ーを送ってほしいと依頼したが，何故か拒否された。諮問書の内容に

ついては，機構から送られてきた諮問通知書と当然一致するものと思

い尋ねたが，「諮問は，機構と審査会の間のことなので」と答えてく

れなかった。 

また，審査会事務局からの通知書の諮問第５０１１号の「事件名」

と「理由説明書」の内容が一致していないので，機構が持っている

「理由説明書」と，私に送ってきた「理由説明書」が同じものなの

か，一部読み合わせをして確認したいと依頼したが，何故かこれも

拒否された。 

※ 先日（５月１９日），１通の審査請求書と添付資料を３つに分け，

関係ない箇所は黒塗りにしていると言ったが，「私の勘違いで，３つ

に分けたり，黒塗りしたりはしておらず，同じものがそれぞれに全部

ついている」とのこと。 

（３つに分解したのが勘違いだったというのは，ありえないことで

あり，審査会事務局と口裏を合わせたのであろう。審査会事務局と

は話ができているのだから，今はフルのものとさし換わっていると

思われる。） 

（２）諮問内容が，３つに分かれていることについて 

ア 諮問庁が，２月１４日付「審査請求書の補正の依頼」をした時には，

審査請求書の内容を３つに分けて諮問するということには全く触れず，

諮問する時になって，突然勝手に３つに分けるのは，以下２と３に述べ

るように違法であると考える。 

確かに，機構は開示請求書を２つに分けているが，私が提出した開示

請求書はあくまでも１通であり，機構が内部的な事務手続のため２つに

分けただけだと理解している。今回は，外部の機関である審査会に対し

て勝手に分けて提出したものであり，許されるものではないと考える。 

イ 審査請求書を読めば明らかなとおり，第２の「審査請求する理由」の

１と２～６は密接に関連している事項なのに，それを分けて諮問すると

いうことは，問題を矮小化するための作為的な分離であり，この点から

も違法な分離であると考える。審査会は５つの部会に分かれているが，

３つがそれぞれ別の部会で審議されることにでもなれば，全く全体像が

わからないものになってしまう。また，同じ部会でも別々に審議されれ

ば，同じように全体像がわからないものになってしまう。是非，同一部

会で，同じ日の審査会で審議していただきたい。 

ウ 諮問を３つに分け，機構からの「諮問通知書」の「審査請求の趣旨」，

審査会からの「通知書（情個審第１６４７号）」の「事件名」，「理由

説明書の写し」，及び「審査請求書」の「第２審査請求する理由」の間

に矛盾を生じさせ，かつ，機構が提出した諮問書を不開示にし「不服申
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立て（審査請求）の趣旨」の内容を明らかにしないことは，何が諮問さ

れているか，審査請求人には分からないということであり，違法状態に

あるといえる。 

諮問内容とは，あくまでも諮問書の「不服申立て（審査請求）の趣

旨」の内容が主であり，「審査請求書・理由説明書」は添付書類にすぎ

ない。機構にとって都合の悪い諮問内容を誤魔化すために，諮問を３つ

に分けたとしか考えられない。 

本来，諮問書の「不服申立て（審査請求）の趣旨」を明らかにしない

で，意見書を提出しろというのは，違法であると考える。勿論提出はす

るが，送られてきた「理由説明書」に沿って意見書を提出しても，「不

服申立て（審査請求）の趣旨」にはないと無視しようとしていることは

明らかである。 

エ 私の審査請求書がどのような形で審査会に提出されているのかについ

て５月３１日の機構の情報公開窓口の職員Ｂとの電話内容にあるように，

「先日（５月１９日），１通の審査請求書と添付資料を３つに分け，関

係ない箇所は黒塗りにしていると言ったが，私の勘違いで，３つに分け

たり黒塗りしたりはしておらず，同じものがそれぞれに全部ついている

とのこと」であるが，３つに分解したのが勘違いだったというのは，あ

りえないことであり，審査会事務局と口裏を合わせたのであろう。今は，

フルのものとさし換わっていると思われる。 

審査請求人が提出した審査請求書は１通なのに，審査請求人に何ら断

りもせず，情報公開窓口・保険部業務課・貯金部業務課ごとに審査請求

書を３つに分けることは，明らかに変造行為であり，違法行為であると

考えるが，その痕跡はなくなっていると考える。 

一番重要なのは，審査会の委員にどのようなものを提出するかという

ことである。審査請求人には審査請求書は分解していないと言いながら，

審査会の委員には，３つに分解して都合の悪いところは黒塗りか削除し

たものを提出しても，審査請求人には全く分からない。また，文章が長

いということで，要約をつけて，都合の悪いところは省いて審査会の委

員に提出するのではないかと怖れている。審査請求書やこの意見書も加

工することなく，審査会の委員に提出していただきたい。 

（３）本事件の審査会の「通知書（情個審第１６４７号）」で付した「事件

名」について 

ア 本事件の審査会からの「通知書（情個審第１６４７号）」の「事件

名」は，「本人が相続人である特定被相続人に係る定額定期貯金の内容

が分かる文書等の一部開示決定に関する件」とあるが，５月１４日に機

構からと届いた諮問通知書（機構第１９０号の２）の本事件の「審査請

求の趣旨」には「令和３年９月１日付保有個人情報開示請求書（９月３
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日に機構に到達：特定郵便記録）が，同年１０月２９日に受付けられて

いることについて，法が定める開示決定等の期限を超えてなされたもの

であり，期限内に開示決定等を行わなかったことは，不作為に該当す

る」と記載されていて，内容が一致していない。 

本事件の諮問通知書（機構第１９０号の２）の「審査請求の趣旨」と，

本事件の「理由説明書」及び「審査請求書」の「第２の１」とも一致し

ている。「通知書（情個審第１６４７号）」の「事件名」の内容だけが

異なっている。 

しかも，本事件の「事件名」の内容が，諮問第５０１３号事件の「事

件名」の内容と全く同じになっている。機構の担当者が「審査請求書を，

担当ごとの情報公開窓口・保険部業務課・貯金部業務課の３つに分けて

諮問している」というのに，本事件の「事件名」と第５０１３号事件の

「事件名」の内容が全く同一ということは，ありえないことである。 

さらに，機構が提出した諮問書を不開示にし「不服申立て（審査請

求）の趣旨」の内容を明らかにしないことから，審査請求人には本事件

の諮問内容は不明である。 

イ 本件についての審査会事務局（職員Ｂ）と機構の情報公開窓口（職員

Ｂ）とのやり取りは，第１の「５月３０日」と「５月３１日」のところ

に記載しているが，背後には何か不正があるのではないかと考えざるを

得ない。 

（４）本事件の理由説明書への反論 

  ア 「１経緯の（３）」に「処分庁では，・・・個人情報の流失につなが

る恐れがあることから，本件開示請求の処理を安全かつ円滑に進めるた

めには，審査請求人に対し，郵便貯金に関する開示請求と簡易生命保険

に関する開示請求に分割して開示請求することを求める必要があると判

断した」とある。 

（ア）つまり，「判断した」とあるのは，本開示請求書が提出される前か

ら決まっていたことではないということを認めていることである。 

それでは，「いつ判断した」のか，説明されていない。審査請求書

４頁の「千歩譲って」の項に記載したように，機構の職員Ｂの説明

よれば「分離を決めたのは，文書を出した１０月２１日だ」と言っ

ている。 

（イ）また，業務の委託先に開示請求書を送るのは，機構の内部事務手続

の問題である。機構が後ほど行ったように，機構自らがコピーをと

って分割し，業務の委託先に送れば個人情報の流失を防ぐことは簡

単にできることである。開示請求者に開示請求書の分割を求める必

要は全くない。 

（ウ）また，今回の「理由説明書」では主張していないようであるが，機
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構は，令和３年１０月２１日付文書（機構第９９６号）で，「当機

構では郵便貯金及び簡易生命保険の担当部署が異なり，開示請求案

件についても各々の部署で進捗状況が異なることから，開示請求書

を郵便貯金案件及び簡易生命保険案件に分離し，各々について保有

個人情報開示請求書を作成」するように要求している。（機構は分

割の要求根拠を変えたようである。） 

各々の部署で進捗状況が異なる場合には，法２０条の「開示決定等

の期限の特例」で充分対応が可能である。 

（エ）そもそも，郵便貯金案件と簡易生命保険案件で開示請求書を分けて

作成・申請するように要求する法的根拠があるのであろうか。機構

の「個人情報開示実施規程」（平成１９年１０月１日規程第１２

号）及び「保有個人情報の開示，訂正及び利用停止に係る審査基

準」（平成１９年１０月１日決定）等のどこにも，郵便貯金案件と

簡易生命保険案件を別々に開示請求するようにとの記載は見当たら

ず，法的根拠は全くない。 

機構のホームページの「〇情報公開制度」の２０２１年１０月２５

日と２０２２年５月３１日に抽出した資料を比較しても明らかなと

おり，２０２１年１０月２５日の資料には，貯金の案件と保険の案

件で開示請求書を分けてくれという記載は全くない。 

また，２０２２年５月３１日の資料でも，「開示請求にあたっての

お願い」となっており，現在でも，規程等の定めは見当たらず，文

字通りお願いべースであり，法的強制力はないと考える。 

イ 「１経緯の（４）」に「この間，審査請求人に対しては，担当者が電

話により開示請求書の補正が必要であり，おって補正に関する文書を送

付する旨，連絡を行った」とある。 

（ア）９月８日に機構の職員Ａから電話があったが，補正の話は全くなか

った。提出して３０日近く経ったので，審査請求人の方から１０月

１日と４日に機構に連絡を入れたが不在で連絡がなく，ようやく１

０月５日に機構の職員Ａから補正の書類を急ぎ送るとの電話があっ

た。 

（イ）しかし，よく考えてみると，開示請求書は９月３日（金）１０：５

３に機構に到達していることから，法１９条の開示決定等の期限の

始期は９月６日なり，１０月５日は法１９条１項の３０日以内の最

終日であり，補正の話どころでなく，法１９条２項の３０日以内の

書面による延長手続を直ちにとらなければならない事態に至ってい

たのである。 

ウ 「１経緯の（４）」に「実際に処分庁が文書（「保有個人情報開示請

求書の件について」）を送付したのは，同年１０月２１日となった」と
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ある。 

しかし，審査請求書１，２頁に記載したように，半月経っても補正

の書類が来ないので，１０月２０日に機構の職員Ａに連絡するも不在

で連絡がとれず，１０月２１日に職員Ａから電話があった。当方から

法１９条の３０日は超えており，しかも書面による期限延長の通知も

なく違法状態であると言っても，埒が明かないので，上司の職員Ｂに

かわってもらったが，「とにかく補正の書類を至急送る」の一点張り

で，開示請求書の分割の話など全くなかった。 

エ 「１経緯の（５）」に「当該文書の内容は，開示請求を・・・分離す

ること，当該分離に伴い，・・・定額小為替証書についても・・・分離

して納付すること及び・・・保有個人情報を一部補正することを求める

ものであった」とある。 

（ア）まず，私が９月１日に送った「開示請求書，本人確認資料，開示請

求手数料」を添書きに至るまで全て送り返したという事実を隠蔽し

ている。 

開示請求書を取下げもしていないのに，返却してきたことは明らか

な違法行為である。 

名古屋高裁金沢支部判決平成１５年１１月１９日・判例タイムズ１

１６７号１５３頁によると，「医療法７条１項に基づく病院開設許

可申請書が提出されたにもかかわらず，事前協議を経ていないこと

等の法規に定めがない事項を理由として，申請者の同意がないのに，

申請書を返戻する行為は，本条に違反する」となっている。 

上記アの（エ）に記載したように郵便貯金案件と簡易生命保険案件

で開示請求書を分けて作成・申請するように要求する法的根拠が全

くないことから，上記判例の「法規に定めがない事項を理由とし

て」，請求者の同意がないのに，請求書を返戻した行為に該当し，

違法行為であることは明らかである。 

（イ）「開示請求の分離に伴い定額小為替証書も分離」せよというのは，

ありえない主張である。そもそも開示請求の分離が違法な要求であ

るが，千歩譲ってそれを認めたとして，個人情報の流失のために開

示請求の分離を求めるとしておきながら，何故個人情報の流失のた

めに定額小為替証書の分離が必要なのか全く理解できない。定額小

為替証書の分離には手数料がかかるのに何故であろう。 

（ウ）当該文書（審査請求書の添付資料①）には，「補正」という言葉は

全くなく，「修正して再提出」するようにとのことであり，「一部

補正することを求めるものであった」というのは，嘘である。 

（エ）もし当該文書が補正を依頼した書面であるとするならば，法１９条

の期限の始期が９月６日であるから，補正を依頼したのが１０月２
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１日で，その書面が届いたのが１０月２２日なので，民法９７条１

項の到達主義の原則によれば４７日目に補正を依頼したことになり，

発信主義をとったとしても４６日目にしたことになる。法１９条２

項の期限延長の書面による通知もないので，そもそも機構は法を無

視した補正依頼を行っているということになる。 

オ 「１経緯の⑤」に「同月２７日に審査請求人から，開示請求内容が修

正され，開示請求手数料が増額された保有個人情報開示請求書が送付さ

れた」とある。 

令和３年９月１日付保有個人情報開示請求書の本体は，そのまま機構

に送り返して，「別紙」だけを「別紙（補正後）」として送ったもので

あり，補正はしたが修正などしていない。 

カ 「１経緯の（６）」に「開示請求内容が修正されていたこと，開示請

求手数料が増額されていたこと，他方で引き続き１通の開示請求書に郵

便貯金に関する開示請求と簡易生命保険に関する開示請求が含まれてい

たことから，処分庁では，当該開示請求は同年１０月２１日付文書に応

じて補正がなされたものではなく，新たな開示請求がなされたものであ

ると判断し，同月２９日付で受領した」とある。 

（ア）「開示請求内容が修正されていたこと」とあるが，「当該文書（機

構第９９６号）」の「２別紙の修正」で「修正いただきたい箇所を

別添にまとめましたので，修正をお願いいたします。」（機構は当

該文書では「補正」とは書いていない）とあるので，別添に基づい

て補正をし，昔住んでいた住所を若干追加しただけである。まさか

修正をお願いして，それに基づいて直してきたのだから修正だなど

と変な理屈を捏ね回しているのではないだろう。機構の言う補正の

依頼に基づいて補正をしたのに，新たな開示請求がなされたもので

あると判断したというのは，ありえない判断である。 

（イ）「開示請求手数料が増額されていたこと」とあるが，９月１日付開

示請求書の添書きで「開示請求手数料については，よく分かりませ

んので，とりあえず，定額小為替で１５００円分，同封します。不

足分は，お教えいただければお送りします」と書いてあるとおり，

不足分を送っただけなのに，（機構は勝手に定額小為替証書の分離

を要求しておきながら）新たな開示請求がなされたものであると判

断したというのは，ありえない判断である。 

つまり，処分庁の指示に基づいて補正したり，追加の手数料を払っ

たら，新しい開示請求だというのは有り得ない。 

（ウ）「引き続き１通の開示請求書に郵便貯金に関する開示請求と簡易生

命保険に関する開示請求が含まれていたことから，処分庁では，当

該開示請求は同年１０月２１日付文書に応じて補正がなされたもの
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ではなく，新たな開示請求がなされたものであると判断し」たとい

う機構の主張だが，分離したら補正と認め，分離しなかったので新

しい開示請求がなされたとするのは，全くの論理矛盾である。論理

を貫き，分離しなかったので開示請求を認めないというのであれば，

論理としては理解可能であるが，新しい開示請求となるというのは，

どこからそのような分けの分からない発想が出てくるのか全く理解

不可能である。 

これも，分離を要求する法的根拠がないための苦肉の策であろう。

９月１日付開示請求を認めて補正として扱うと，上記エの（エ）の

違法な補正依頼になってしまうので，それを糊塗するために，また

違法行為を重ねているということである。 

キ 「１経緯の（７）」に「処分庁では，・・・簡易生命保険に関する開

示請求に対して，同年１１月２５日付で不開示決定を行う」とある。 

法１９条の期限の始期は９月６日であり，補正期間は１０月２２日か

ら１０月２９日（私の補正書は１０月２８日（木）１８：０２に特定記

録郵便で機構に到達）の８日間だから，１１月２５日の不開示決定は７

３日目の決定であるから，法１９条の期限は全く守られていない。 

ク 「１経緯の（７）」に「処分庁では，・・・郵便貯金に関する開示請

求については，・・・法１９条２項に基づき，同月１９日付で・・・期

限の延長を行った上で，同年１２月２２日付で開示決定等を行った」と

ある。 

最長の３０日間延長して，補正期間を除き６０日以内に決定をしなけ

ればならないが，補正期間８日間を除いても１００日目の決定であり，

法１９条の期限は全く守られていない。 

ケ 「３審査請求の検討」で「処分庁では，・・・その後，開示請求書の

内容及び開示請求手数料が変更されたことから，当該変更された開示請

求書を受領した同年１０月２９日に新たな開示請求がなされたものと解

した」とある。 

上記カで述べたとおり，処分庁の指示に基づいて補正したら，新しい

開示請求だとか，追加の手数料を払ったら，新しい開示請求だというの

はありえないことである。 

また，何故か，「１経緯の（６）」の「引き続き１通の開示請求書に

郵便貯金に関する開示請求と簡易生命保険に関する開示請求が含まれて

いたことから，処分庁では，当該開示請求は同年１０月２１日付文書に

応じて補正がなされたものではなく，新たな開示請求がなされたもので

あると判断し」たということが書かれていないのは，さすがに恥ずかし

くて書かなかったのであろう。 

したがって，「いずれも法定の開示決定等の期限内に行われた処分で
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ある」という主張は，全く法的根拠のない，違法な主張である。 

コ 「３審査請求の検討」で「処分庁は，本件開示請求に対し，原処分を

行っていることから，審査請求がされた時点においては処分庁の不作為

はない」とある。 

機構には，法１９条２項の「期限の延長」とか法２０条の「期限の特

例」という開示請求者からみれば，いくらでも引き延ばせる法的保護が

与えられているのにもかかわらす，違法に引き延ばしておきながら，結

果的に原処分は行ったのだからいいだろうというのは，いわゆる「盗人

猛々しい」主張で有り得ない。情報というものは，いつまでに開示され

るかということが重要であり，法で定められた期限内に行わないことは

不作為に該当すると考える。国民に公表し，今後このようなことが発生

しないようにすべきと考える。 

サ 「４結論」では，「原処分は開示決定期限内に行われたものである」

と主張しているが，今まで述べてきたように「いずれも法定の開示決定

等の期限内に行われた処分でない」ことは明らかである。 

２ 令和４年（独個）諮問第５０１２号 

（１）と（２）は「令和４年（独個）諮問第５０１１号に対する意見書」と全

く同じである。 

（３）本事件の理由説明書への反論 

  ア 「１の（１）開示請求の受理」に「令和３年９月１日付け・・・の開

示請求があり，当機構は同年１０月２９日に受理した」とある。 

令和３年９月１日付けの開示請求があり，同年１０月２９日に受理さ

れるということは有り得ないことであり，これについては，令和４年

（独個）諮問第５０１１号に対する意見書で述べているとおりである。 

イ 「２の（２）審査請求する理由」について，私の審査請求書の「第２

審査請求する理由」の「６」に基づいて記載しているが， 

（ア）「・・・特段の事情が存する場合は」と「特別受益に準じ

て・・・」の間に審査請求書では「民法９０３条１項の類推適用に

より」という文言が入っていたが削除されている。 

これは，民法９０３条１項の中に「・・・相続財産とみなし」とい

う文言が入っているので，削除したものと考えられる。 

（イ）また，「・・・情報は全て開示すべきであると考える」の後に「現

に，株式会社かんぽ生命保険は現存確認で回答してきています」と

記載しているが，これも削除されている。 

機構にとっては，都合が悪かったためと考える。 

（ウ）以上，アとイは意図的に削除されている。 

ウ 「３の（１）の第１段」について 

（ア）死者に関する情報について 
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宇賀克也著「新・個人情報保護法の逐条解説」（有斐閣）の５３頁

に「本法が『生存する個人に関する情報』として，死者の情報を対

象としなかったのは，開示請求権等を行使しうるのは生存者であり，

死者の情報が同時に遺族等の個人情報ともいえる場合（死者の相続

財産に関する情報が同時に相続人の情報となる場合）には，死者の

情報を本法の対象としなくても，遺族等の個人情報として保護すれ

ば足りること・・・によるものといえよう」とあり，５４頁には

「死者の財産を遺族が相続した場合，当該相続財産に関する情報は，

相続人である遺族の個人情報といえる」とある。 

法２条２項１号では，「個人情報」とは，「生存する個人に関する

情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることができ，それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）」とある。 

（イ）機構の見解 

法２条２項おいて「『個人情報』とは，生存する個人に関する情報

であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの」と規定されているとし

て，「例えば，死者に関する情報である相続財産等に関する情報の

中に相続人の氏名の記載があるなど相続人を識別することができる

場合において，当該情報は死者に関する情報であると同時に相続人

に関する情報でもある」としている。 

しかも，審査請求人本人が相続人（遺族）であると識別できる資料

が別にあったとしても，法の開示請求の対象となり得る個人情報は，

生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

のとされており，審査請求人本人が真正な相続人（遺族）であるこ

とを自ら証明できるか否かとは関係はないと考えているようだ。 

（ウ）しかし，法２条２項１号には括弧書きで「他の情報と照合すること

ができ，それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。」となっており，法の文言を無視する解釈である。 

そもそも，「相続財産等に関する情報の中に相続人の氏名の記載が

ある」ものなど通常考えられない。例えば預金通帳や定期預金証書

などに相続人の氏名が書かれているなど考えられない。これを条件

とするならば，死者に関する情報は全く開示しないのと同じことに

なる。 

また，機構の個人情報開示実施規程（規程１２号）３条で「被相続

人との相続関係及び被相続人の死亡の事実を証する書類を提出しな
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ければならない」となっているのは，これらの相続関係の書類の提

出を受け，法２条２項１号の括弧書きを適用して識別していると考

える。機構自らが「他の情報」を提出させながら，「それを識別情

報に含めない」とするのは，法の文言を無視する解釈である。 

エ 「３の（１）の第２段」に「相続開始直前まで被相続人の財産であっ

て，かつ，相続開始以後は相続人の財産となる相続財産に関する情報で

ある」とあるが，全く意味不明である。 

そもそも「相続開始直前」とは，いつまでのことなのか，死ぬ数日前

のことなのか，１カ月前なのか，普通死ぬ数カ月前は直前とは言わない

ように思うのだが，さっぱり分からない。 

「かつ」以下の文章があれば，「かつ」以前の文章は不要と思われる

が，何故記載されているのか，理由が全く分からない。 

オ 「３の（１）の第３段」に「被相続人の生前の財産に関する情報が相

続人を本人とする個人に関する情報に該当しない」とある。 

（ア）しかし，最判平成２１年１月２２日・判例時報２０３４号２９頁

（以下「平成２１年最判」という）の事例にもあるとおり，平成１

８年５月２８日に死亡した母親の普通預金と定期預金について，平

成１７年１１月９日から平成１８年２月１５日までの取引経過の開

示を認めた最高裁の判例がある。「上告受理申立て理由」にもある

とおり，「被相続人の生前の預金取引履歴ついて」であり，「生

前」の財産に関する情報が開示されていることは明らかであり，機

構の説明は間違いである。 

（イ）平成２１年最判は，「金融機関は，預金契約に基づき，預金者の求

めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するの

が相当である，そして，預金者が死亡した場合，その共同相続人の

１人は，預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが，これ

とは別に，共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき，

被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利

を単独で行使することができる（民法２６４条，２５２条ただし

書）というべきであり，他の共同相続人全員の同意がないことは上

記権利行使を妨げる理由となるものではない」としている。 

また，本判決は「信用金庫」などとすることなく「金融機関」とし

て判示して，預金（貯金）業務を取り扱う金融機関一般に広く妥当

するという意思をあらわしている。 

保険契約についても同様と考えられる。 

カ また，「３の（１）の第３段」に「内閣府情報公開・個人情報保護審

査会の答申（平成２２年（行個）答申第１２０号）により，示されてい

る」とある。 
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しかし，答申の「第１審査会の結論」にあるとおり，「審査請求人の

実母で死者である特定個人が申告した平成１２年分から同１５年分まで

の所得税確定申告書第１表・第２表及び同１２年分から同１５年分まで

の所得税青色申告決算書に記載された審査請求人に係る保有個人情報に

つき，これを保有していないとして不開示とした決定は，妥当である」

という事案である。 

本事件のような後述する「みなし相続財産」に関するものではなく，

また，亡母が提出した所得税確定申告書等というのであるから，生前の

ものしか存在しないのであるから，本事件とは全く異なり，参考に全く

ならない。何故このような答申を事例として記載しているのか理解不能

である。 

キ 「３の②」に「特定個人Ａ・特定個人Ｂを本人とする保険契約に係る

情報は保管されている。しかしながら，当該情報には審査請求人の氏名

が記録されておらず，また，保険金は審査請求人とは別の第三者に既に

支払われており，当該保険契約が審査請求人の財産となる相続財産に該

当するとも認められない」とある。 

（ア）「当該情報には審査請求人の氏名が記録されておらず」とあるが，

上記ウで述べたように，「死者の情報が同時に遺族等の個人情報と

もいえる場合（死者の相続財産に関する情報が同時に相続人の情報

となる場合）」が情報開示の条件であって，「相続財産等に関する

情報の中に相続人の氏名の記載がある」ものなど通常考えられない。

これを条件とするならば，死者に関する情報は全く開示しないのと

同じことになる。これを条件とする解釈は常識的にみて考えられな

い。 

（イ）最決平成１６年１０月２９日・判例時報１８８４号４１頁によると，

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不

公平が生じる特段の事情が存する場合は，民法９０３条１項の類推

適用により，特別受益に準じて持戻しの対象になるとしている。民

法９０３条（特別受益者の相続分）１項が適用されると「みなし相

続財産」ということになるのであるから，類推適用されるというこ

とは「みなし相続財産」に準じて，「相続財産」に含まれるという

ことである。 

したがって，「相続財産に該当するとも認められない」というのは，

誤りである。 

（ウ）つまり，保管している特定個人Ａ・特定個人Ｂに関する保険契約に

係る情報は，開示しなればならないと考える。 

ク 「３の（３）の第１段」に「当該保険契約が審査請求人の財産となる

相続財産であることを仮定した上で開示請求権を主張していると解され
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るが，そもそもその仮定が成立しない」とある。 

被相続人が受取人になっているものがないというのであれば，そのよ

うに記載すればよいのに，「そもそもその仮定が成立しない」とはどう

いう意味であろう。 

そもそも被相続人が受取人になっているものが論理上有り得ないとい

うことを言っているのであろうが，何故そう言えるのか是非機構に教え

てもらいたい。 

ケ 「３の（３）の第２段」に「審査請求人は相続財産の扱いにおける

『特段の事情が存する可能性』をもって開示請求権を主張していると解

される」とあるが，そのとおりであり，「みなし相続財産」に準じて

「相続財産」となると解している。 

そして，同じ「３の（３）の第２段」に続けて，「法１２条１項では

『自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる』と規

定されており，開示を求める情報が審査請求人を本人とする個人情報で

はない」とある。 

しかし，宇賀克也・前掲書の５２５頁にもあるとおり，法１２条１項

（新・個人情報保護法では７６条１項になっている）が，その「自己を

本人とする保有個人情報」には，「また，死者の情報が，同時に死者の

遺族の個人情報となる場合があり，かかる場合には，当該遺族が，自己

の個人情報に対する開示請求を行うことができることになる」とあり，

「審査請求人を本人とする個人情報ではない」とするのは，明らかな誤

りである。今まで述べてきたとおり，本事件は，「死者の情報が，同時

に死者の遺族の個人情報となる場合」に該当すると考える。 

コ 最後に上記イの（イ）で述べたように，機構が「２の②審査請求する

理由」から故意に削除した「現に，株式会社かんぽ生命保険は現存確認

で回答してきています」について 

［添付書類４］のとおり，（株）かんぽ生命保険からは，回答をいた

だいている。 

「死亡保険金支払情報」は「回答できかねます」とあり，「みなし相

続財産」となりうるので，不満足な回答であったが，「保険金額」と

「受取人」の記載があり，十分判断材料は提供されたので，追加の回答

は求めなかった。 

（株）かんぽ生命保険は情報開示してくれたのに，「特定個人Ａ・特

定個人Ｂを本人とする保険契約に係る情報は保管されている」というの

に，何故開示できないのか，法的根拠を示して教えてほしい。 

３ 令和４年（独個）諮問第５０１３号 

（１）と（２）は「令和４年（独個）諮問第５０１１号に対する意見書」と全

く同じである。 
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（３）機構が審査請求した事項の一部を諮問事項から削除したことについて 

ア 上記５月２０日の機構との電話でのやり取りにあるように，同月１８

日付「諮問通知書」（機構第２１４号の２）の「３の（３）審査請求の

趣旨」に記載されているとおり，私の審査請求書の「第２の３の（３）

と（４）」の「相続貯金名義書換請求書（写）（項番５）と定額郵便貯

金証書（写）（項番６）のマスキング部分の開示を求める」という部分

を削除して審査会に諮問している。 

機構に内容を具体的に明示して欠落していることを指摘しても，抜け

ている部分はないと強弁するなど，極めて悪質であり，許しがたい違法

行為である。 

イ また，機構が提出した諮問書を不開示にし「不服申立て（審査請求）

の趣旨」の内容を明らかにしないことから，審査請求人には本事件の諮

問内容は不明である。 

ウ 前記（２）のエでも述べたとおり，一番重要なのは，審査会の委員に

どのようなものが提出されるかということである。審査請求書やこの意

見書も何ら加工することなく，このまま審査会の委員に提出してほしい。 

（４）本事件の審査会の「通知書（情個審第１６４７号）」で付した「事件

名」について 

審査会の「通知書（情個審第１６４７号）」の諮問第５０１３号の「事

件名」は，「本人が相続人である特定被相続人に係る定額定期貯金の内容

が分かる文書等の一部開示決定に関する件」となっており，「本人に係る

定額定期貯金の内容が分かる文書等の一部開示決定に関する件」が含まれ

ていない。私の「審査請求書」の「第２の２」の「審査請求人に関するも

の」の部分が諮問されていないことになる。 

さらに，機構が提出した諮問書を不開示にし「不服申立て（審査請求）

の趣旨」の内容を明らかにしないことから，審査請求人には本事件の諮問

内容は不明である。 

（５）本事件の理由説明書への反論 

ア 理由説明書１の（１）について 

「令和３年９月１日付（同年１０月２９日受理）」とあるが，令和３

年９月１日付けの開示請求があり，同年１０月２９日に受理されるとい

うことは有り得ないことであり，これについては，令和４年（独個）諮

問第５０１１号に対する意見書で述べているとおりである。 

イ 理由説明書３の（１）について 

（ア）「当機構が管理する郵便貯金に係る個人情報（機構保有個人情報）

は，ゆうちょ銀行が受託した郵便貯金管理業務を行うために必要不

可欠なことから，ゆうちょ銀行において保管しているため，当機構

はゆうちょ銀行に対し，開示請求に該当する機構保有個人情報の提
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出を文書により依頼」とある。 

「文書により依頼」が考えられない。現在のように電算システムが

発達した時代，「文書により依頼」ではなく，機構が保有するパス

ワードで，機構が直接ゆうちょ銀行の保管データにアクセスできる

のは当然である。 

しかも「定額定期貯金原簿ファイル」は，紙媒体ではなく電子媒体

（電算データファイル）で保管されているのだから，機構が直接ア

クセスできるのは当然である。 

（イ）「提出した情報以外は保存期間経過等により保有していないと当機

構に回答した」とある。 

電子媒体で保管されているデータが，廃棄されるということは考え

られない。 

  ウ 理由説明書３の（４）について・・・機構保有個人情報の調査方法，

探索方法への疑念等（不自然であること，矛盾していること等） 

  （ア）令和４年１月２８日付「審査請求書」添付資料⑧にあるように，機

構は個人情報ファイルとして「定額定期貯金原簿ファイル」（電子

媒体）を保有していて，ここには，記号・番号，住所・氏名，預入

金額，新規取扱年月日，最終取扱年月日が記録されている。この原

簿を開示すれば，私が開示請求している情報は得られるはずである。

（「定額定期預入申込書（写し）」等は，この原簿を作るためのデ

ータであって，これらのデータが無いから個人を特定できず，不開

示になるなどの理屈は，有り得ない。） 

  （イ）【別紙４－１，４－２，４－３】の注について 

「ゆうちょ総合情報システム」では，「旧勘定貯金」と「新勘定貯

金」が包括して運用がおこなわれているため，この二つの情報が同

じ一枚のリストに出力（記載）されることがあると，機構は言って

いる。 

新旧二つの勘定貯金が包括して運用されることはあっても（平成１

９年１０月以降），検索する時に機構保有の情報としてコード入力

（旧勘定貯金には新勘定貯金と区別するためのコードを付けなけれ

ばならない）すれば，出力された情報の中に，ゆうちょ銀行の情報

が含まれることはないはずである。 

また，機構保有情報である平成１９年９月以前に解約された定期性

貯金と，平成１９年１０月以降の新勘定貯金が，包括して運用はあ

り得ないので，当然，１枚のリストに記載されることは無い。 

  （ウ）目検リスト（記号番号検索）について 

ａ 払戻済の定額定期郵便貯金を調査するために検索した（別紙

３）とする「目検リスト」に，記号番号と預入日しか記載されてお
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らず，払戻日が無いのは不自然で，あり得ない。 

ｂ 「１３０４号の１決定」で開示決定され，「機構第１３９８号

の１」で開示された（審査請求人分）の「目検リスト」には３件の

情報が印字されているが，［別紙４－１］４では２件の情報しか確

認されておらず，明らかに矛盾している。 

ｃ また，この「目検リスト」の特定整理記号番号Ｋの情報だが，

左上段に「特定地域Ａ」とあり特定貯金事務センターＡが管理して

いるようだ。しかし，この定額貯金は，私が特定地域Ｄの特定郵便

局で作り，そこで解約したもので，記号も特定記号であるし，「マ

イクロフィルム検索リスト」も「特定地域Ｂ」となっていて，特定

貯金事務センターＢにある情報と考える。 

このことについては，審査請求書の中でも言っているが，理由説

明書では何も触れられていない。 

さらにこの定額貯金について原簿への可否は×になっているが，

「定額定期取引履歴表」や「マイクロフィルム検索リスト」，「定

額定期預入申込書」も存在している。不自然でおかしい。 

ｄ 「１３０４号の３決定」で不開示とされた決定内容で，「特定

した個人情報」は全て「無」となっているが，［別紙３］３の「開

示請求内容に合致した機構保有個人情報の概要」には，記号番号Ａ

～Ｆ（６件）の情報がある。そのうち［別紙３］３の「目検リス

ト」には５件の情報があるとなっているが，［別紙４－３］の「目

検リスト」には１６件の情報が印字されているとある。同じシステ

ムデータから出力されたのに，件数に差があるのは信じられない。

「目検リスト」に手を加えて，不開示になる情報は削除できるらし

い。（それならば何故，特定個人Ａの不開示になった情報は，マス

キングする前に削除されなかったのだろう。）あまりに整合性がな

く，不可解である。 

実は，特定個人Ａの情報が２件とあまりに少なく不思議に思って

いたが，上記のような事情があるのだろうか。不信を抱いている。 

ｅ 上記ａ～ｄ，ウ（イ）の疑問から，「目検リスト（記号番号検

索）」とは何なのか。記号番号の検索とあるが，「ゆうちょ総合情

報システム」の何にアクセスしたのかがわからない。普通に考えれ

ば，機構保有の定額定期の名寄せ原簿（定額定期貯金原簿ファイ

ル）かと思うのだが。機構が引用している平成２６年度（独個）答

申第８７号の別表にも「目検リスト」なるものは無い。 

記載内容にも矛盾があり，信じることができない。 

なお，機構の貯金部業務課によれば，この「目検リスト」に記載

されている情報は，証書の定額定期貯金についてだけで，担保定額
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定期貯金については含まれていないとのこと。（ということは，

「定額定期貯金原簿ファイル」に担保定額定期郵便貯金についての

情報は含まれていないということか） 

（エ）「１３０４号の１及び２決定」で開示決定され，「機構第１３９８

号の１及び２」で開示された「定額定期取引履歴表」は，それぞれ

記載項目が違い，印字されている情報も一つは記号番号等と解約日

だけで，もうーつは記号番号等と預入日だけと，違っている。都合

の悪い情報は排除されているのではないか。 

また［別紙３］１のイで，「特定記号番号Ｋは本人確認取引のため

１０年以上データを保存している」としているが，この取引は普通

に本人が郵便局の窓口で預入れ，払戻したもので，本人確認は当然

のことなので，何が特別な取引なのか，さっぱり分からない。この

ことは，相続などの特別な取扱いのものでなくても，データは保存

されていることを表している。 

（オ）【別紙４－１，４－２，４－３】２の担保定額定期郵便貯金の調査

について 

基本明細照会をしたとあるが，「基本明細原簿」とは通常貯金（ゆ

うちょ銀行管理貯金）の原簿であり，記号番号が同じとは言え，こ

ちらにあたらなければ，担保定額定期郵便貯金の記号番号が分から

ないので調べられないとは考えられない。［別紙３］３のア，イで，

「担保定額定期貯金原簿」には，住所・氏名が記載されていないか

のように書かれているが，原簿なのだからあり得ない。 

通常貯金は調査時点から１０年間しか調べられないと，ゆうちょ銀

行が言っていることからすると，機構の保有する既に解約された通

常貯金に係る担保定額定期貯金のほとんどは，調査不能になってし

まう。それは有り得ないであろう。 

機構保有の担保定額定期貯金のうち，平成１９年９月以前に解約さ

れたものについては，調べられていないことになる。 

（カ）「１３０４号の２決定」で開示決定され，「機構第１３９８号の

２」で開示された「相続貯金名義書換請求書」について 

［別紙４－２］の「探索方法の確認結果の概要」のタイトルにはあ

るが，探索方法は書かれていない。 

「相続貯金名義書換請求書」はマイクロフィルムになっているはず

だが（審査請求書添付資料⑧），マイクロフィルム検索したようで

もなく，マイクロフィルム番号もなく，開示された（写し）の画質

も，マイクロフィルム撮影されたものとは思えない。 

（キ）以上，疑問に思う点の一部を述べたが，後述のエも考え合わせると，

開示された情報が正しいものとは考えられない。 
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エ 理由説明書３の（５）について・・・マスキング部分は，開示すべき

であること。 

（ア）「機構第１３９８号の１」で開示された「目検リスト」（審査請求

人分）に２件マスキングしていること。 

ａ １行目のマスキングは，ゆうちょ銀行の不適切な対応であった

が，預入申込書等の名義人の住所・氏名を特定する証拠がないため

開示しないと言うが，そもそも「目検リスト」は郵便番号（住所）

と氏名で検索しているのであって，同じ住所に同姓同名の人間が他

にいるはずがないので，マスキングされる理由は全くない。 

ｂ ２行目のマスキングは平成１９年１０月以降のゆうちょ銀行の

情報とあるが，私はゆうちょ銀行になってから定額貯金を作ったこ

とがない（目検リストには定額貯金となっている）。平成１９年９

月以前に特定貯金事務センターＡが管轄する郵便局で作った定額貯

金の一つと考える。よって，開示すべきである。 

ｃ 上記ウ（ウ）ｂで述べたとおり，［別紙４－１］の４ではマス

キングすべき印字は１件だけで，記号番号Ｇは，開示された「目検

リスト」のマスキングの１行目，２行目どちらのものなのか，わか

らない。 

（イ）「機構第１３９８号の２」で開示された「目検リスト」（特定個人

Ａ分）に１件マスキングしていること。 

上記（ア）ａのとおり，マスキングされる理由はない。 

（ウ）そもそも「目検リスト」は，旧勘定貯金の記号番号を検索したリス

トで（［別紙４－１，４－２，４－３］の４），機構保有の情報で

あり，ゆうちょ銀行がそれにマスキングすることは不適切である。 

（エ）「機構第１３９８号の２」で開示された「相続貯金名義書換請求

書」等にマスキングしていること。 

ａ 「１郵便貯金の明細」欄のマスキングについて 

通常貯金の記号番号が記載されているので，ゆうちょ銀行がマス

キングしたとあるが，担保定額定期貯金も通常貯金と同じ記号番号

であるため，ゆうちょ銀行の管理する情報とは限らない。 

そもそもこの文書は機構が保有しているもので，ゆうちょ銀行

のものではない。機構保有の情報内容に，ゆうちょ銀行がマスキン

グするのは不適切である。 

機構保有個人情報に機構がマスキングするということは，法１

４条の「不開示情報」に該当するということなので，「被相続人の

貯金（通常貯金も含む）の記号番号」が何故「不開示情報」になる

のか，法的根拠を示して説明してほしい。 

ｂ 「代表相続人（請求人）」欄及び「代表相続人以外の相続人」
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欄のマスキングについて 

審査請求人の法１４条２号但書イに該当するという理由での開示

請求に対して，「当機構において，不開示とした開示請求者以外の

情報が，慣行として開示請求者が知ることができ，又は知ることが

予定されている情報に当たると確定的に判断された答申例や文献等

がないか探索したが，そのような答申例や文献等は見当たらなかっ

た」とある。 

宇賀克也著「新・個人情報保護法の逐条解説」（有斐閣）の５４

８頁にあるように法１４条２号但書イ（新。個人情報保護法では７

８条１項２号但書イになっている）の情報とは，「特定の関係者の

みが知ることができる情報の場合にも，開示請求者が，その特定の

関係者に含まれている場合には，開示義務が生ずる」とある。 

開示請求者は当該請求書の共同作成者の一人であり，当該請求書

の記載内容を全て知りうる立場にあることから，「特定の関係者の

みが知ることができる情報」に該当する。 

当該書類の作成者が，当該書類の記載内容の全てを知りうるとい

うことは，法的知識があったら当然理解できることであり，答申例

が見当たらないのも当然で，通常は開示されているので，審査請求

されることがないからと考える。 

ｃ 「定額郵便貯金証書（写し）」の「受領」欄のマスキングにつ

いて 

機構保有個人情報に機構がマスキングするということは，法１４

条の「不開示情報」に該当するということなので，「受領」欄の記

載が何故「不開示情報」になるのか，法的根拠を示して説明してほ

しい。 

たとえば，ゆうちょ銀行の通常貯金の取引経過の開示である「通

常貯金預払状況調書」によると，「備考」欄には誰から入金された

のか，誰に送金（自動支払）したのか記載されており，マスキング

されていない。したがって，「受領」欄をマスキングすることは考

えられない。 

オ 理由説明書３の（６）について 

ここでは，「死者に関する情報」について説明しているはずなのに，

特に「３の（６）のアとイ」ではわざわざ的を外した理論展開をしてい

る。 

  （ア）法２条２項の「個人情報」について 

法２条２項１号では，「個人情報」とは，「生存する個人に関する

情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す
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ることができ，それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）」とある。 

宇賀克也。前掲書の５３頁に「本法が『生存する個人に関する情

報』として，死者の情報を対象としなかったのは，開示請求権等を

行使しうるのは生存者であり，死者の情報が同時に遺族等の個人情

報ともいえる場合（死者の相続財産に関する情報が同時に相続人の

情報となる場合）には，死者の情報を本法の対象としなくても，遺

族等の個人情報として保護すれば足りること・・・によるものとい

えよう」とあり，５４頁には「死者の財産を遺族が相続した場合，

当該相続財産に関する情報は，相続人である遺族の個人情報といえ

る」とある。 

総務省行政管理局監修「行政機関等個人情報保護法の解説（増補

版）」の１７頁で，「（参考３）死者に関する情報」の中で，「本

法では，死者に関する情報であっても，当該情報が遺族等の生存す

る個人に関する情報でもある場合（例えば，死者に関する情報であ

る相続財産等に関する情報の中に遺族（相続人）の氏名の記載があ

るなど遺族を識別することができる場合において，当該情報は，死

者に関する情報であると同時に，遺族に関する情報でもある。）に

は，生存する個人を本人とする個人情報として保護の対象となる」

となっている。 

「例えば」の事例が不適切ではあるが，「など遺族を識別すること

ができる場合」とあるので，「他の情報」（機構が提出させた相続

関係の書類）と照合すれば，遺族（相続人）を識別できることとな

る。 

（イ）法１２条１項の「開示請求権」について 

宇賀克也。前掲書の５２５頁にもあるとおり，法１２条１項（新・

個人情報保護法では７６条１項になっている）が，その「自己を本

人とする保有個人情報」には，「また，死者の情報が，同時に死者

の遺族の個人情報となる場合があり，かかる場合には，当該遺族が，

自己の個人情報に対する開示請求を行うことができることになる」

とある。 

（ウ）機構の「死者に関する情報」についての見解は，「アとイ」を読ん

でも全くわからない。そこで３つに分けられた諮問の令和４年（独

個）諮問第５０１２号の理由説明書によると，「３の（１１）の第

１段」で考え方を明らかにしているので，その見解を引用する。 

法２条２項おいて「『個人情報』とは，生存する個人に関する情報

であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等によ

り特定の個人を識別することができるもの」と規定されているとし
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て，「例えば，死者に関する情報である相続財産等に関する情報の

中に相続人の氏名の記載があるなど相続人を識別することができる

場合において，当該情報は死者に関する情報であると同時に相続人

に関する情報でもある」としている。 

しかも，審査請求人本人が相続人（遺族）であると識別できる資料

が別にあったとしても，法の開示請求の対象となり得る個人情報は，

生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生

年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

のとされており，審査請求人本人が真正な相続人（遺族）であるこ

とを自ら証明できるか否かとは関係はないと考えているようだ。 

（エ）上記機構の見解への反論 

法２条２項１号には括弧書きで「他の情報と照合することができ，

それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。」となっており，法の文言を無視する解釈である。 

そもそも，「相続財産等に関する情報の中に相続人の氏名の記載が

ある」ものなど通常考えられない。例えば預金通帳や定期預金証書

などに相続人の氏名が書かれているなど考えられない。これを条件

とするならば，死者に関する情報は全く開示しないのと同じことに

なる。 

また，機構の個人情報開示実施規程（規程１２号）３条で「被相続

人との相続関係及び被相続人の死亡の事実を証する書類を提出しな

ければならない」となっているのは，これらの相続関係の書類の提

出を受け，法２条２項１号の括弧書きを適用して識別していると考

える。機構自らが「他の情報」を提出させながら，「それを識別情

報に含めない」とするのは，法の文言を無視する解釈である。 

（オ）「相続開始直前まで被相続人の財産であって，かつ，相続開始以後

は相続人の財産となる相続財産に関する情報である」（「３の

（６）のウ」）とあるが，全く意味不明である。 

そもそも「相続開始直前」とは，いつまでのことなのか，死ぬ数日

前のことなのか，１カ月前なのか，普通死ぬ数カ月前は直前とは言

わないように思うのだが，さっぱり分からない。また，「かつ」以

下の文章があれば，「かつ」以前の文章は不要と思われるが，何故

記載されているのか，理由が全く分からない。 

「３の（６）のウ」のところで，何を言いたいのかさっぱり分から

ないが，もしかしたら機構は，「相続財産とは，被相続人が死亡の

当時に有していた財産」だと言いたいのではないかと推測する。 

しかし，民法９０３条１項（特別受益者の相続分）で，「共同相続

人中に，被相続人から，遺贈を受け，又は婚姻若しくは養子縁組の
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ため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは，被相

続人が相続開始の時において有していた財産の価額にその贈与の価

額を加えたものを相続財産とみなし，・・・」とあり，「みなし相

続財産」は「相続財産」であるから，「被相続人が存命中に払い戻

しを行ったもの」でも，相続財産となり得るのである。 

（カ）「３の（６）のエ」で，「最判平成２１年１月２２日（判例時報２

０３４号２９頁）・・・の判決事案では，開示請求の対象となった

預金は相続預金として銀行に残っていたものであり，今回の事案と

は事情を異にする」とある。 

最判平成２１年１月２２日・判例時報２０３４号２９頁（以下「平

成２１年最判」という）は，「金融機関は，預金契約に基づき，預

金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと

解するのが相当である，そして，預金者が死亡した場合，その共同

相続人の１人は，預金債権の一部を相続により取得するにとどまる

が，これとは別に，共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に

基づき，被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求

める権利を単独で行使することができる（民法２６４条，２５２条

但書）というべきであり，他の共同相続人全員の同意がないことは

上記権利行使を妨げる理由となるものではない」としている。 

また，平成２１年最判の事例にもあるとおり，平成１８年５月２８

日に死亡した母親の普通預金と定期預金について，平成１７年１１

月９日から平成１８年２月１５日までの取引経過の開示を認めた最

高裁の判例がある。「上告受理申立て理由」にもあるとおり，「被

相続人の生前の預金取引履歴ついて」であり，「生前」の財産に関

する情報が開示されていることは明らかである。 

さらに，平成２１年最判は「信用金庫」などとすることなく「金融

機関」として判示して，預金（貯金）業務を取り扱う金融機関一般

に広く妥当するという意思をあらわしている。（最大決平成２８年

１２月１９日判例時報２３３３号６８頁は，貯金契約にも平成２１

年最判の射程が及び，広く預貯金契約一般について，金融機関が預

貯金者に対して預貯金口座の取引経過についての開示義務を負うこ

とを前提とする判断を示している。） 

瀬戸口祐基。民法判例百選Ⅱ債権［第８版］１５頁の平成２１年最

判の評釈で「民法６４５条は委任終了後の報告義務も定めており，

本判決の枠組みによれば，預貯金契約の終了後も，この報告義務の

一環として開示義務を導くことができる」とある。 

また，森田宏樹。金融法務事情１９５３号１２頁によると，「預金

契約が預金口座の解約などによって終了した後にも，取引経過開示
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義務は認められるか。平成２１年最判によれば，・・・預金契約

（に）・・・委任契約の性質が認められることから・・・委任契約

では，その終了後にも，受任者には委任契約に基づく顛末報告義務

（民法６４５条）が認められるから，預金契約の解約による終了後

にも，預金契約に基づく取引経過開示義務が存続すると解すること

ができよう。平成２１年最判の調査官解説においても，『委任契約

の終了によっても，民法６４５条後段の顛末報告義務として取引経

過開示請求権をなお観念し得る』ことが説かれていたところである

（田中秀幸「判批」曹時６４巻６号８６頁）。また，学説上も同旨

を説くのが多数説である」となっている。 

以上のとおり，平成２１年最判に対する機構の解釈は誤りである。 

（キ）引用している「平成２６年度（独個）答申第８７号の答申書」の，

第３の１の（３）のアの（イ）「機構の主張に関する説明」のＢ

「死者に関する情報について」のところで，「被相続人の生前の財

産に関する情報が相続人を本人とする個人に関する情報に該当しな

いことについては，東京高裁の判決（平成２２年（ネ）第６５２７

号）・・・により，示されているところである」となっている。 

東京高判平成２３年８月３日［平成２２年（ネ）第６５２７号］金

融法務事情１９３５号１１８頁によると，「以上の事情を総合する

と，仮に，銀行が，信義則上，預金等契約終了後，契約期間中の取

引経過の開示に応ずべき義務を負う場合があるとしても，本件開示

請求２は，開示請求の目的からもその義務を超えるものというべき

であり，仮に超えないとしても，第１審被告に著しく過大な負担を

生じさせるものとして，権利の濫用というべきであるから，これを

認めることはできない」と判示しているに過ぎない。 

本件判決について，森田宏樹・金融法務事情１９５３号１４頁で，

「本判決は，預金等契約終了後，信義則上，契約期間中の取引経過

の開示に応ずべき義務を負う場合があり得ることを認めている」と

し，本件事案で，Ｘの求める開示請求は，権利濫用に当たる具体例

とみることができよう，といっている。 

つまり，本件判決は，委任契約に基づく本来的義務から信義則上の

義務に切り替わると構成することによって，開示が認められるケー

スの広狭，権利の濫用の範囲の広狭を導き出そうとしたものと考え

られる。 

機構の言うように「被相続人の生前の財産に関する情報が相続人を

本人とする個人に関する情報に該当しない」とは，全く言っていな

い。信義則上の義務はあるとしても，金融機機関に著しく過大な負

担を生じさせることはできないと言っているのである。したがって，
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本事件のように，個人情報は既にデータとして見つかっているのに，

生前の個人情報だから開示しないというのは，あり得ない解釈であ

る。 

（ク）「死者に関する情報」についての機構の理由説明書の非論理的でい

いかげんな説明は，平成２６年度（独個）答申第８７号の事件と同

じように，補充理由説明書の提出をわざと必要にさせ，意図的に引

き延ばしを図っていることは明らかであり，審査会の厳正な対応を

望むものである。 

カ 理由説明書３の（７）について・・・「保有期間経過等により不開

示」となったこと。 

（ア）「機構第１３９８号の１」と「機構第１３９８号の２」の「目検リ

スト」のマスキングは，あり得ない。「定額郵便貯金預入申込書」

等の保有期間経過は不開示の理由にならない。エ（ア）ａ，エ

（イ），エ（ウ）参照。 

（イ）「１３０４号の３決定」及び「１３０４号の４決定」で不開示とな

った情報の一部についても，「定額定期郵便貯金証書」や「定額定

期郵便貯金預入申込書」等が保有期間経過のためとしているが，そ

れだけで保有情報がないとは言えない。 

（ウ）機構が保有期間経過とする「原簿内容データ」とは，大変わかりに

くく書かれているが，「定額定期郵便貯金預入申込書」，「定額定

期郵便貯金証書」等のことらしい。これらは原簿を作るためのデー

タで，それが無いからと言って，それぞれの貯金口座の情報が無く

なった訳ではない。電子媒体の原簿が存在しているはずである。不

開示とするのは不適切。ウ（ア）参照。 

（エ）「法人文書ファイル」によると，「定額定期郵便貯金預入申込書」

については，１９９１年度からマイクロフィルムになっている。撮

影作業前に払戻されたものは，マイクロフィルム撮影されていない

というが，膨大な預入申込書の中から，払戻されたものを一枚ずつ

確認して外していったとは考えにくい。 

また，［別紙４－１，４－２］に撮影作業前に払戻された預入申込

書の保有期間は１年とある。ちなみに，１９９０年度以前（紙情

報）の預入申込書の保有期間は，払戻し後７年となっている。矛盾

している。 

キ 機構が不開示とした情報をまとめてみる 

（ア）「機構１３９８号の１」と「機構１３９８号の２」で開示された

「目検リスト」のマスキング部分 

  ａ 「１３９８号の１」のマスキング部分１行目 記号番号Ｇ［別紙

４－１］４ 
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個人を特定できないため（保有期間経過等により） 

ｂ 「１３９８号の２」のマスキング部分 記号番号Ｈ［別紙４－

２］４ 

個人を特定できないため（保有期間経過等により） 

ｃ 「１３９８号の１」のマスキング部分２行目 記号番号？ 

  平成１９年１０月以降のゆうちょ銀行管理の貯金のため 

〇 ａ，ｂについては，上記ウ（ア），エ（ア）ａ，エ（イ），エ

（ウ），カで述べたとおり開示すべきである。 

〇 ｃについては，上記ウ（イ），ウ（ウ）ｂ，エ（ア）ｂ，エ

（ウ）で述べたとおりで開示すべきである。 

（イ）「機構１３９８号の２」で開示された「相続貯金名義書換請求書」

及び「定額郵便貯金証書」（特定記号番号Ａのマスキング部分につ

いては，上記エ（エ）のとおりで開示すべきである。 

（ウ）「１３０４号の３決定」で，不開示となったもの 

ａ ［別紙３］３の６件 記号番号Ａ～Ｆ 

被相続人に関する機構保有情報ではあるが，相続人である開示請

求者の個人情報に該当しないため 

ｂ ［別紙４－３］の８件 記号番号Ｌ～Ｓ 

  個人を特定できないため（保有期間経過等により） 

ｃ ［別紙４－３］の３件 記号番号Ｉ・Ｊ・Ｋ 

個人を特定できないため（記号番号再利用のため，開示請求者以

外の第三者のもの） 

〇 ａについては，上記オで述べたとおりで開示すべきである。 

〇 ｂについては，上記ウ（ア），カで述べたとおりで開示すべき

である。 

〇 ｃについては，記号番号の再利用というのも理解できないが，

ともかくも，「目検リスト」に出てくるということは，この記号番

号の母の口座があったことに間違いはないので，上記ウ（ア），カ

で述べたように開示すべきである。 

（エ）「１３０４号の４決定」で不開示になったもの 

ａ ［別紙４－４］６の３件 

 特定記号番号Ｂ，特定記号番号Ｃ，特定記号番号Ｅ 

被相続人に関する機構保有情報ではあるが，相続人である開示請

求者の個人情報に該当しないため 

ｂ ［別紙４－４］１，３の３件 

特定記号番号Ｉ，特定記号番号Ｊ，特定記号番号Ｇ 

個人を特定できないため（保有期間経過等により） 

ｃ ［別紙４－４］２の１件 特定記号番号Ｈ 
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個人を特定できないため（記号番号再利用のため，開示請求者以

外の第三者のもの） 

ｄ ［別紙４－４］５の１件 特定記号番号Ｆ 

予刷・登録待原簿で，開示請求者以外の第三者のもの 

ｅ ［別紙４－４］４の１件 特定記号番号Ｄ 

存在しないもの 

〇 ａについては，上記オで述べたとおりで開示すべきである。 

〇 ｂについては，上記ウ（ア），カで述べたとおりで開示すべき

である。 

〇 ｃについては，記号番号の再利用というのは理解できない。開

示請求者以外の第三者に被相続人は含まれるのか，示すべきである。 

〇 ｄについては，全く何を意味しているのか分からない。登録待

ちというからには，今あるものなのか。開示請求者以外の第三者に

被相続人は含まれるのか，示すべきである。 

（オ）審査請求人は開示請求書で，「定額定期郵便貯金の記号番号が分か

っている１０口座については，個人情報の存否，名義人が本人か被

相続人か違う第三者かを教えてほしい」と求めていたのに対し，

「１３０４号の４決定」の不開示決定通知では内容が全く分からず，

理由説明書［別紙４－４］ではじめて情報の存在を知った。 

機構の主張に，「法１７条では開示請求に対し，当該開示請求に係

る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を

開示することとなるときは，独立行政法人は，当該保有個人情報の

存否を明らかにしないで，当該請求を拒否することができると規定

されていることから，存否について開示を行わないことは妥当であ

ると考える」というものがある。 

しかし，宇賀克也・前掲書の５７６頁で，法１７条（新個人情報保

護法では８１条）について，「『不開示情報を開示することとなる

ときは』という文言から窺えるように，存否応答拒否ができるのは，

仮に保有個人情報が存在する場合にも不開示情報に該当する場合に

限られ，存否応答拒否は，決して不開示情報の範囲を拡大するもの

ではない」とある。 

被相続人である特定個人Ａと特定個人Ｂの貯金情報が，法１４条の

不開示情報に当たるとは考えられない。 
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別表  

 

該当文書 書類の名称 本件不開示維持部分 

別紙２の２

（２） 

オ 相続貯金名義書換請求

書（写） 

「代表相続人（請求人）」欄

及び「代表相続人以外の相続

人」欄における不開示部分の

すべて 

カ 定 額 郵 便 貯 金 証 書

（写） 

不開示部分のすべて 

  


